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平成 23 年 12 月 12 日 予算特別委員会会議録(4) 

～会議の概要～ 

○委員長 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名員に、成田祐樹委員、山口委員を御指名いたします。 

 委員の交代がありますので、お知らせいたします。秋元委員が松田委員に、中村委員が成田祐樹委員に、川畑委

員が北野委員に、上野委員が山田委員に、林下委員が山口委員にそれぞれ交代いたしております。 

 付託案件を一括議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 なお、本日の質問順序は、公明党、民主党・市民連合、一新小樽、共産党、自民党の順といたします。 

 公明党。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

○松田委員 

◎介護職員処遇改善等臨時特例交付金について 

 最初に、介護職員処遇改善等臨時特例交付金についてお聞きいたします。 

 私の友人にも介護の仕事を持っている方もおりますし、また、先日、ある業者の方と懇談した折に、30代の男性

で、子供が２人いるという方がいまして、今の仕事の前は介護職員をしていたということでしたので、なぜ転職し

たのですかと聞いたところ、介護の仕事はきつい上に給料も安くて、とても妻や子を養うことができなかったとの

ことでした。思い切って転職したおかけで今は何とか生活しているという切実なお話でした。 

 介護職員は、全産業平均と比較しても離職率が高いとか、人員が不足しているだとか、また賃金が低いというこ

とは、厚生労働省も認めていることでございます。このような状況を踏まえ、賃金格差を縮め、雇用を安定させ、

人材確保をしていくとの認識から、介護職員の処遇改善を進めていくことを目的として創設されたのが介護職員処

遇改善等臨時特例交付金でありますけれども、この事業につきましては、平成24年３月をもって終了するとなって

います。今後については、この事業の交付金を継続するのか、報酬をアップさせていくのかということですが、今

のところ、まだはっきりしていないということです。 

 市のホームページには、市内の介護事業所及び介護施設あてに、介護従事者の人数や雇用形態、採用・退職の動

向等を把握するとともに、介護報酬改定や介護職員処遇改善交付金による給与改善の状況等について事業所に調査

するという内容がありました。予定では、10月中旬に集計し、10月下旬には調査結果をホームページで公表すると

あったのですが、ホームページを見ましても調べられなかったものですから、この集計について終わったのかどう

かをお聞きします。 

○（医療保険）主幹 

 介護保険課で実施しました介護従事者処遇状況等調査の結果についてですが、調査対象である197事業所のうち

194事業所から回答をいただいております。その回答について、疑問点などといったところを事業所に照会するのに

手間がかかっていまして、現在は、まだホームページの公表には至っておりませんが、集計作業はほぼ終わってお

りますので、今月末には公表できるというふうに考えております。 

○松田委員 

 介護従事者実態調査の集計がほぼまとまっているということであれば、何点かお聞きしたい項目がございます。 

 まず、平成23年４月１日現在の職員数を、正規、非正規の人数という質問項目がありましたので、その点につい

てお示しください。 

○（医療保険）主幹 

 平成23年４月１日現在の正規職員、非正規職員の内訳ですけれども、正規職員は2,165人、非正規職員は1,042人

 
- 1 -



平成 23 年 12 月 12 日 予算特別委員会会議録(4) 

で、合わせて3,207人となっております。 

○松田委員 

 この項目の中に、昨年１年間で退職した人数、そのうち勤続３年未満の者は何人いたのかという設問があります。

転職や離職が多いということからの設問だと思うのですけれども、これについてもお示しいただきたいと思います。 

○（医療保険）主幹 

 昨年１年間の退職者は、合計で626人でありまして、全体の職員数に対する割合は20.8パーセントとなっておりま

す。そのうち経験３年未満で退職された方は421人で、退職された職員の67.3パーセントになっております。 

○松田委員 

 626人で20.8パーセントということは、大体５人に１人が退職している。また、421人が勤続３年未満ということ

で、これからというときにやめてしまっている方がいるという実態だと思います。 

 次に、処遇改善交付金による給与改善の取組をした事業所の数についてはいかがでしょうか。 

○（医療保険）主幹 

 処遇改善交付金により職員の給与改善等に取り組んだ事業所の数ですが、処遇改善交付金は事業所すべてが対象

になるわけではなく、看護師やケアマネジャーが対象にならないものですから、全体の事業所のうち45か所が除か

れます。 

処遇改善交付金で取組をした事業所は、149か所中126か所となっており、その内容は、昇給とベースアップ、あ

とは手当の新設、それから一時金の支給などとなっております。 

○松田委員 

 事業所独自で処遇改善交付金によらない改善、取組をしたという項目もありますけれども、それについてはいか

がでしょうか。 

○（医療保険）主幹 

 処遇改善交付金によらないで、平成21年４月から独自の取組、給与改善を行った事業所は、全部で126か所ありま

す。内容につきましては、定期昇給ですとかベースアップ、手当の新設、あと非正規職員を正規職員に登用などが

あります。 

○松田委員 

 調査票の最後に、処遇改善交付金を継続したほうがいいのか、介護報酬を改定したほうがいいのかという設問も

ありましたが、それに対する事業所からの回答はどのようになっているでしょうか。 

○（医療保険）主幹 

 処遇改善交付金が終わった後の事業所の考え方についてもアンケートをしておりまして、介護報酬に組み入れて

増額してほしいという事業所が76か所、処遇改善交付金をそのまま続けてほしいという事業所が56か所、あとはそ

の他の意見や無記入という内容になっております。 

○松田委員 

 この設問は、事業所からの要望ということなので、今、答弁をいただいたのは、事業所の考えだと思います。介

護の関係については、小樽市独自でどうこうできる問題ではないと思いますが、これを受けた上で、小樽市として

の考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

○（医療保険）主幹 

 介護職員の賃金につきましては、一般的に全産業と比べてもかなり低いと言われております。最近の調査では、

全産業の平均が32万円であるのに対して介護職員は21万円ということで、かなり差がある実態です。 

 市としましても、介護職員の処遇改善は必要というふうに考えまして、全国市長会を通じて、介護職員の処遇改

善交付金が恒久的な措置となるように、また対象とならない職種もありますので、すべての職種が対象になるよう
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に要望しております。 

○松田委員 

 調査の集計が終わったらホームページに載せていただけるということですので、よろしくお願いいたします。 

◎家族介護慰労金について 

 次に、家族介護慰労金について質問させていただきます。 

 初日の質問で、要介護４と５で、なおかつ自宅で介護している方の人数をお聞きしました。そして、要介護４と

５であっても、家族の意向で特別養護老人ホーム等の入所を希望しないで、あくまでも自宅で介護をすると決めて

いる方もいるともお聞きしました。 

 介護をしている方の御苦労というのは本当に大きいものだと思います。市の制度として、要介護４又は５と認定

された方を自宅で介護している同居の家族に対し、慰労金を支給する制度があると思いますけれども、今年度は何

人の方に支給されたのか、お示しいただきたいと思います。 

○（医療保険）介護保険課長 

 家族介護慰労金の御質問ですけれども、要介護４、５で、１年間介護保険のサービスを利用していない、かつ長

期の入院をしていない方で、市民税が非課税の世帯が対象となります。 

 平成22年度に利用した方は１件で、10万円でございまして、23年度は、現在で２件、20万円の支出となっていま

す。 

○松田委員 

 昨年度は１人、今年度は２人と、あまりにも少ないように思いますが、この制度について市民の方には広く周知

されているのでしょうか。 

○（医療保険）介護保険課長 

 件数が少ないという御指摘でございますが、実は毎年４月の広報おたると「よくわかる介護保険」というパンフ

レット、これは３年に１度改正がありますので、全戸配布をしております。その中で家族介護慰労金の説明をさせ

ていただいているのですけれども、過去５年間でゼロ又は１件という数を見ますと、広報おたるやパンフレットで

の周知には限界があるというふうに認識しております。実は、昨年から課内において、家族介護慰労金についての

何かいい方法はないかという協議をしております。対象となる方に市から勧奨するのが一番いい方法ではないかと

いうことで、いろいろと研究をしているところでございます。 

 これには、市民税の税情報、医療の情報、介護の情報という三つの情報を一つにして対象者を把握しなければな

らないので、このやり方に少し時間がかかっているところでございますが、市民の方にこの制度を利用していただ

くためには、勧奨という方法をとるということで、課内でも課題認識をしておりますので、何とか勧奨できるシス

テムをつくりたいというふうに考えております。 

○松田委員 

 人数が少ない理由には、支給要件がかなり厳しいということもあると思います。介護認定を受けていることが大

前提になっていると思うのですが、介護認定を受けるということ自体、介護サービスを受けたいから介護認定を受

けるのではないかという気がいたします。 

 また、この支給要件をもう少し緩和することはできないものでしょうか。 

○（医療保険）介護保険課長 

 支給要件には、要介護４、５で、在宅介護で介護サービスを使っていない、入院していない、市民税非課税と３

本の要素があります。そもそもこのサービスが始まったのは平成13年ですが、在宅で何もサービスを使わずに重度

の方を介護している家族に対しての慰労の意味を込めてのお見舞金になりますので、重度の判定というのが何なの

かといったときに、介護の分野では要介護４とか５が重度だろうという中で、ある一定程度の線引きをしておりま
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す。 

 今後、市民税非課税ですとか、入院している方はだめという要件も、今、委員の言われるように、入院していれ

ば、その間は、家族が在宅での介護をしていないという厳しい条件になっております。要件自体は市の要綱に定め

られている要件なものですから、見直し等を含めて今後少し検討してまいりたいというふうに考えます。 

○松田委員 

 御検討方よろしくお願いいたします。 

◎緊急通報システムについて 

 次に、緊急通報システムについてお聞きします。 

 予想をはるかに超える少子高齢化を迎え、ひとり暮らしをせざるを得なくなった方も増えております。そして、

ひとり暮らしの方は、年齢を重ねるほどに不安な気持ちを募らせているのではないかと思います。ましてや、持病

を持った方であればなおさらでございます。 

 ひとり暮らしの方が緊急を要したときに、外部と連絡がとれる緊急通報システムがあると聞いておりますので、

その制度について、どういう内容のものなのか、少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

○（医療保険）介護保険課長 

 緊急通報システムの内容についてでございますが、独居や高齢者世帯、心臓疾患や高血圧などの慢性疾患を持っ

ていて、常時注意が必要な方が対象となります。 

 小樽市は、65歳以上の方に緊急通報システムの設置費の助成をしております。上限が１万円で、ほとんどの方は、

ＮＴＴの「シルバーホンあんしん」という緊急通報システムを設置しているようです。というのも、月々の利用料

は御本人が負担するものなので、経費が一番安いということで、９割以上の方はＮＴＴのシルバーホンあんしんを

つけている状況があります。 

○松田委員 

 年間の申請件数は、どのくらいありますか。 

○（医療保険）介護保険課長 

 過去３年間の申込件数を述べさせていただきます。平成20年が24件、21年が21件、22年が33件となっております。 

○松田委員 

 このシステムを設置後、実際に緊急だという要請をした方いるかどうかについては、押さえていますか。 

○（医療保険）介護保険課長 

 このシステムと市とのかかわりは、あくまでも設置費の助成をする制度でありまして、設置した後に、その方が

緊急のシステムを利用して要請したかどうかというのは、市では把握しておりません。ＮＴＴにも問い合わせてみ

たのですけれども、ＮＴＴでも、その部分についてはわからないということでございました。 

○松田委員 

◎高額医療・高額介護合算療養費制度について 

 次に、高額医療・高額介護合算療養費制度が平成20年度から始まったように聞いております。この合算制度の受

けるまでの流れをお聞かせ願いたいと思います。 

○（医療保険）介護保険課長 

 高額医療・高額介護合算制度の受けるまでの流れでございますが、まず医療保険者から対象者の方に勧奨通知が

あります。医療と介護の合算となりますと、年齢が75歳以上の方が多いものですから、通常は後期高齢者医療広域

連合から対象者の方に勧奨通知があり、対象者の方は、市町村の後期高齢者医療制度の窓口に申請する形になりま

す。この際に、後期高齢の窓口に申請したもので介護保険の申請もしたこととみなしますので、申請は後期高齢の

窓口だけになります。その後、広域連合から決定通知が御本人のところに行きます。それと同時に、広域連合は、
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国保連合会に情報を流します。国保連合会から小樽市の介護保険課に情報が流れてきまして、介護保険課で支給分

を決定し、口座に振り込む形になります。 

 今年度の例をとりますと、平成22年８月１日から23年７月31日の１年分の申請をしていただく形になります。今

のスケジュールですと、来年２月ぐらいに広域連合から勧奨の通知が行く形になりますので、実際に介護の支払は、

３月から４月に支払うような形になります。 

○松田委員 

 今の答弁を聞くと、介護サービス分については、御本人が何もしなくても合算のお金は戻ってくるとのことです

けれども、現実にお金が戻ってくるのはかなり後になってからです。国保連合会からの通知が来てから支払われる

とのことですが、もしもの話ですけれども、その間にその方がお亡くなりになったときには、そのお金はどういう

ふうになるのでしょうか。 

○（医療保険）介護保険課長 

 基本的に口座が使用できれば、その口座に振り込まれますけれども、恐らく凍結されて口座に入らない形になる

と思いますので、そのときには遺族の方にお知らせするという形になります。 

○松田委員 

 現実に、この支給を受けた人数を押さえていたらお示していただきたいと思います。 

○（医療保険）介護保険課長 

 制度ができたのが平成21年度になりますので、21年度の決算は546件で2,092万円、22年度の決算が1,512件で4,743

万9,000円になっております。 

○松田委員 

 市にはいろいろな助成制度だとか、申請をすればお金が戻ってくるというような各種制度がありますが、よく私

たちが市民の方から言われるのは、そういう制度があることを全然知らなかった、教えてくれればよかったのにと

いうことがあります。先ほども申しましたけれども、こういったことでいろいろな制度について広く市民にわかり

やすいよう、周知徹底に今後も努力していただければと思います。 

◎消防の広域化について 

 次に、消防本部の統合計画について質問いたします。 

 先日の新聞報道を見て、実はびっくりしました。それは、消防や救急搬送の合理化を図るため、国が進める消防

本部を統合する計画が難航しているという内容でした。道内の68の消防本部を22にまとめる計画があるようですが、

これまでに実現したのは１か所だけという報道でした。消防本部を統合する計画があることすら知らなかったとい

うのは本当に恥ずかしい限りなのですけれども、最初にこの統合計画について、目的など、わかる範囲内でお示し

いただきたいと思います。 

○（消防）総務課長 

 消防の広域化をなぜ行わなければならないか、またその理由、目的でございますが、総務省消防庁では、近年の

災害、事故が多様化又は大規模化していること、また都市構造が複雑化していることなどを受けまして、消防がそ

の変化に的確に対応すべきであるということを考えております。 

 しかしながら、小規模な消防本部におきましては、出動態勢や保有する消防車両、また専門的な職員の確保など

に限界がございまして、組織管理や財政運営面で非常に厳しい状況下にあることから、消防体制が必ずしも十分で

ない状況にあるとされてございます。 

 消防の広域化の目的でございますが、一つの消防本部の管轄人口をおよそ30万人の規模にすることによりまして

実現します行財政上のさまざまなスケールメリットを利用しまして、市民サービスの向上を図ることが目的とされ

ております。 
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○松田委員 

 統合を進めるための窓口はどこになるのでしょうか。 

○（消防）総務課長 

 後志圏の消防広域化の協議につきましては、小樽市、北後志、岩内・寿都、羊蹄山ろく、以上の四つの消防本部

により行われておりますが、平成20年９月に、４消防本部におきます事務担当者による検討会議を設置しておりま

して、本市が事務局を担当しており、北海道や関係機関などの調整や連絡の窓口となっております。 

○松田委員 

 統合計画が進んでいないということですが、進まない課題として考えられることには、どのようなことがあるの

でしょうか。 

○（消防）総務課長 

 消防の広域化が全道的に進んでいない理由につきましては、各地域の実情により異なる課題も幾つかございます

が、共通的な課題といたしましては、各消防本部がそれぞれ自分たちの必要な資機材又は車両、人件費などをそれ

ぞれの市町村が負担する、いわゆる組合消防の自賄い方式の解消が非常に困難であるというのが一つございます。 

 それから、広域化に向けて、また広域化後の経費の負担割合についての考え方に相違があるというのが二つ目で

ございます。 

 また、三つ目といたしましては、広域化後の消防本部の位置や消防署所、職員の配置、車両の配置方法などにつ

いてそれぞれの消防本部で食い違いがあるということが、広域化の進んでいない主な理由とされております。 

○松田委員 

 先ほどの答弁では、４本部が統合するという計画だということですけれども、統合がなされた場合には、小樽市

としてどのような影響が考えられますか。 

○（消防）総務課長 

 仮に本市が、北海道の計画に基づきます広域化を実現した場合というお話になりますが、少なからず影響がある

ものではないかと現在は考えております。主な内容につきましては、広域化後の消防本部における行政サービスの

均一化ですとか向上のためには、資格者が少ない消防の区域に本市の職員を異動させまして、新たな消防体制を構

築する必要があるということは考えております。そういった中で、本市の職員を本市以外の区域に異動などで派遣

した場合に、現在の本市における消防力を維持したままそういう措置ができるのか、ちょっと困難ではないかと考

えております。 

 また、広域化後の行政区域でございますが、現在の小樽市の約243平方キロメートルから約4,300平方キロメート

ルになります。この面積は、石川県や山梨県とほぼ同じ面積になり、非常に広範囲となりますので、市民サービス

の低下を招くことにならないかなど、幾つかの影響があるものと考えております。 

○松田委員 

 計画についてですけれども、いつまでに統合させるつもりなのか、その予定と現在までの状況についてお示しい

ただきたいと思います。 

○（消防）総務課長 

 広域化の期限と現在の進捗状況でございますが、国が示しております基本指針及び北海道消防広域化推進計画に

よりますと、消防の広域化の期限は平成24年度末までに実現することとされております。 

 また、現在の進捗状況でございますが、これまで後志圏におきましては、担当者による検討会議を計８回開催し

ておりまして、平成24年度末までの消防の広域化の可否について整理をしております。各市町村における方向性を

確認する必要があるということで、現在、協議を継続しているところでございます。 

 なお、今後につきましては、本市における消防の広域化について、庁内で一定の結論がまとまり次第、報告させ
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ていただきたいと考えております。 

○松田委員 

 消防につきましては、今後、防災の部分だとか、いろいろと重要な役割を果たすところだと思います。いろいろ

な課題もありますでしょうけれども、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 公明党の質疑を終結し、民主党・市民連合に移します。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

○山口委員 

◎市内経済の現状と財政運営の見通しについて 

 代表質問では、特に小樽市の財政事情に触れながら、今後、将来に向けてどういうふうに本市の展開をしていく

か、私は常にそういうことを考えて質問や提案をさせていただいております。財政当局も同じような考え方を持っ

ているということでしたけれども、要するに累積債務は解消したが、50億円を若干超える他会計からの借入れがま

だあって、一定の財政再建は、職員の給料の削減や退職者不補充によって職員数を減らし、市民サービスのカット

などを経てようやく一息ついたというお話もさせていただきました。 

 しかし、きちんと見ますと、そういう努力にもかかわらず、結局のところは、平成21年、22年と国の臨時財政対

策債と交付税の積み増しがなかったら達成できていないのです。結局、財政構造がよくなっているかというと、全

然よくなっていないわけです。自主財源はどんどん細るし、依存財源で何とかやりくりしているということです。

交付税は積み増しになっていますけれども、国が小樽市以上にはるかに四苦八苦しているわけです。いろいろな数

字がありますが、国の債務は891兆円という数字が出ています。国債だけでなしに借入金など1,000兆円を超えてい

るという数字を出しているところもあります。そのような状況ですから、いつ地方交付税が削減の憂き目に遭うか

わかりません。こうなったときには、一発でまたもとのもくあみになってしまうわけです。そうなったときに、同

じことがもう一回できるかということです。職員数をこれ以上減らせますか。皆さんは、実態をわかっていると思

います。もうぎりぎりではないですか。給与は、当初は７パーセントでしたか、今、人勧が下がってきていますか

ら、実質４パーセント削減ということになっております。ボーナスは復元しましたけれども、そんなことを繰り返

していくわけにいかないのではないですか。 

 もう一つは、財政需要が伸び続けているわけです。民生費は全体の４割にもなっています。だから、人口の減少

などで交付税は減らされていくわけですから、自主財源を本当に確保していかないと、これからの自治体運営はで

きないと思います。私は、行政を８年間ウオッチングさせていただきましたけれども、本当に戦略を立てる部署が

どこにあるのかというのが大変疑問です。 

 本会議でも述べましたけれども、市民所得は、課税ベースでほぼ３割減っているのです。人口は11.4パーセント

しか減っていないのです、10年間で。市内経済は、もう３割ぐらい減っています。卸・小売業の実数を見てもそう

です。卸業などは、もう31.何パーセントも減っているのです。4,000億円以上あったのが、もう今は3,000億円を切

っていますので、商業のまちで、観光がこれだけ隆盛したまちでも落ち続けているわけです。それをどうするかで

す。 

 もう一つ心配してずっと申し上げているのは、観光のポテンシャルが落ちてきたということです。これに歯止め

がかからなかったら、やりようがありません。今のうちに観光をいかに産業化して、小さな企業を、製造業を助け

て、そこに伸びていただいて雇用を確保していただき、税収も上げていくということです。それしか方法はありま

せんから。どこか大きな企業がどんと来て、固定資産税も入る、従業員も雇っていただけるようなことがあればい

いということで、あなた方は、そういう努力をなさってきたのではないですか、銭函の工業団地に誘致するとか。 

 そういう中で私は、港にも言及させていただきました。まちの姿が変わっていけば、それに合わせて利用のされ
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方も変わるべきだと思っているわけです。だから、港について言えば、将来ビジョン懇談会で議論をさせていただ

いて、初めて市民を交えてやりました。将来、第３ふ頭については、基部も含めてですけれども、いわゆる交流ゾ

ーンとして、ある意味では商業地区として港湾から外して何とかそこを生かしていこうという議論が始まってきた

と、私は思っております。 

あとは、旧手宮線です。これについても、やっと若干進みつつあり、平成27年度までに、沿線の再生や跡地も含

めての事業を終わらせるという答弁もいただいております。これは、我々も協力します。 

もう一つは、天狗山です。観光基本計画では、時間消費型の観光に変えて、何とか宿泊率も上げていきたい、経

済効果を上げたいという議論がされているのです。いかにそれをするのか。ソフトの事業では、市民の皆さんも一

生懸命頑張っているのではないですか。市民の皆さんは、雪あかりの路を一生懸命やっていらっしゃいますけれど

も、それだけではなく、小樽がらす市も始まりましたし、にしん祭りやおたる産しゃこ祭、今はあんかけ焼きそば

も含めて、それは一生懸命です。それをバックアップしていただいておりますけれども、そんなことではとまらな

いのです。新たな観光の魅力をつくり上げないと、小樽は忘れられていく観光都市になっていると、私は、そう思

うのです。 

だから、戦略部署は一体どこにあるのかということを聞きたいのです。原部原課で抱えてやれることではないの

だと思います。まず一番先に、そのことについてどういうふうに考えていらっしゃるのか。今申し上げたような小

樽の状況から脱却するために、今後どういう手を打っていくのか。どこの部署が責任を持ってやるのか。そこをま

ずお聞きしたいと思います。 

○（総務）企画政策室長 

 適切な答弁になるかどうかちょっと自信がありませんが、全庁的に、いろいろな課に複合的にかかわる部分につ

きましては、企画政策室がこれまでもいろいろとやってきて、調整をさせていただいています。そういう中で、総

合計画自体も、当然市の企画部門でそれをまとめたという経過もございます。ですから、その戦略的な部門をどこ

かという委員の御質問でございますけれども、第一義的には企画政策室が中心になって恐らくやらざるを得ないの

だろうし、やっていきたいというふうに思っております。 

 ただ、そのときに、実際の企画政策室も、現有勢力で戦っているわけですから、できることとできないことを選

別しながら、費用対効果も含めて検討しているところでございます。 

○山口委員 

 それでは従来の答弁と一緒です。企画政策室が戦略部門をもっと担っていれば、私はもっときちんと進んでいる

と思います。結局、昔からのもありまして、例えばマイカルのときはマイカルの専門の部署をつくりましたし、病

院だってそうですが、重要な事業については、特別にチームを組んでやってきたわけです。そういう認識がないと

いうことを私は言っているわけです。次の戦略を、私はずっと申し上げていますが、特に天狗山などは、観光業界

と行政と中央バス本社がやっと取り組んだのです。それも、市から熱心に働きかけをしたわけではないでしょう。

要するに基本的な戦略を外部から言われて、市がそれを受けてやりましょうといってやっているわけです。そんな

ことでいいのですかと言っているわけです。東日本大震災で大変な影響を受けただけではないことは、ずっと下が

ってきている数字を見ればわかるでしょう。そういうことをずっと続けていったら、もうパンクします、このまち

は。市民も期待を持てるように、何とか行政運営をやっていただかないといけないわけです。夢を持っていただか

ないといけないわけだし、そういう部分で、ああ変わったなということを見せられるようなことをやらないといけ

ないのです。 

◎天狗山観光の推進について 

 天狗山について具体的に聞きますけれども、せっかくいい計画が出たのです。残念ながら、この天狗山観光推進

に向けた提言は全議員には配られていないのです。経済常任委員会の方にだけ配られたみたいです。金額で言うと
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小樽市が100万円出して、中央バスも100万円出して、たった200万円でこれだけの企画をつくったのです。というこ

とは、私はパシフィックコンサルタンツがあまり好きではないですけれども、彼らはほとんどボランティアでやっ

たということです。プロが入らなかったら、こんなことは絶対に書けません。これをどうするかです。総額33億円

とかの全体事業費になっていますので、すぐできると思いませんし、中央バス単体でもできるかどうかはわかりま

せん。 

 しかし、本会議で私が言ったのは、この一部でも、山頂だけでもやればすごく変わると言ったのです。例えば、

道路の拡幅も入れて、山頂の空中遊歩道と言っていますけれども、10メートルの高さ、100メートルの長さをウッド

デッキでやるというのです。こういうのも入れて、山頂ハウスも全部壊して新築をして、８億4,000万円ぐらいしか

かからないのです、まあ概算ですけれども。それだけでもやったら明らかに変わりますから。札幌の人は藻岩山に

は行かないで、小樽に来ますし、市民もみんな山へ連れて行きます。 

 スキー場は中央バスがやっていますが、この事業を中央バスに任せておけばいいという話ではないと言ったので

す。だから、マイカルにも触れたのです。共産党が中心になって裁判までやりましたけれども、あれだけの事業で、

相当な資金がＪＲに入りました。市の将来にとって重要なものについては、私企業にお金を入れるということを今

まではしてきたではないですか。私は、そういうことを、天狗山についてもぜひ市から決断をして一歩進める、中

央バスにも決断を迫る、これは市長部局の話ではないのですか。私は、そのくらいの覚悟を持って今始めないと、

このまちは、先ほど言ったように、財政構造は非常に悪いわけですから、何とか自主財源を増やしていくことをや

らなければいけないわけです。それをするには、今、観光の落ちているブランド力を維持して、さらに高めていく

ことをやらないとだめなのです。だから、私はしつこく申し上げているわけです。今の体制の企画政策室に任せて

おいていいのですか。観光振興室だけに任せておいていいのですかと言っているのです。このことについては、ど

ういうふうにお考えになるのか、どういう認識を持っていらっしゃるのかを聞きたいのです。どなたでも結構です

ので、お答えください。 

○副市長 

 企画政策室に観光を任せておけないということですが、一応全体の計画は企画政策室でやるということはもう御

承知のとおりだと思いますけれども、役割分担してやっております。 

 確かに、中央バスの計画を、今後、検討していくことになりますが、観光だけというわけにもいきませんので、

財源を見ながら、その計画をどうするかを詰めていきたいと思っておりますので、そこら辺のところは御理解いた

だきたいと思っております。 

○山口委員 

 ただ、このことについては譲れないのです。今のような答弁では、結局は絵にかいたもちで終わると思います。

中央バスの社長は一生懸命です。市も資金を出すので、中央バスも頑張ってやってくださいという姿勢も含めてし

っかり持っていただくという重要な課題だと思っています。具体的なことは答弁していただかなくても結構ですか

ら、最後に、ぜひ市長の答弁をお願いします。 

○市長 

 山口委員の思いというのは、本当に私も同様に感じております。 

 財政の問題については、委員がおっしゃる以上に私はもっと深刻に考えております。ですから、そうなったとき

に、第二の夕張市のような財政再建団体になっていいのかという問題があります。財政再建団体になったときには、

山口委員がおっしゃるようなことは何一つできなくなります。私の実家がまだ夕張市にありますから、夕張市には

始終行っておりますので、よくわかるのです。ですから、私としては、そうならないためには、やはりしっかりと

した取組をしていかなければいけないと思っているわけです。 

ですから、今、山口委員の話を聞くと、観光問題にはどんどん金を使えと、ほかはもっとおまえら考えろという
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ような議論ですけれども…… 

       （「違うよ」と呼ぶ者あり） 

 私は、観光問題だけに限らず、市民の皆さんの生活であるとか、そういうものも含めてトータル的に考えるのが

市長の仕事だというふうに思っておりますので、その思いはよくわかります。 

 ただ、今、天狗山のことだけについて申し上げると、私は北海道中央バスの皆さんともいろいろと話をさせてい

ただいております。そして、それについて私自身が、事務レベルでどういうことが一番いいのか、市にとって何が

いいのか、市民にとって何がいいのか、そこのところをしっかり議論するようにということで今、指示をしている

ところでございます。 

ですから、今日明日ということにはなりませんが、そう先のことでもないと思いますけれども、しっかりとした

形で、事業主の皆さんとも議論しながら、また市民の皆さんともいろいろとお知恵を拝借しながら取り組んでまい

りたいというふうに思っておりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 

○山口委員 

 ちょっと誤解があるようなので、反論させていただきますけれども、私はお金を観光にだけに使えと、今まで言

ったことは一回もありません。今回が初めてです。 

 逆に、寄附条例を提案して、外からお金をつくって、それを何とか若干でも投資的経費に回してほしいという提

案をして、実現させていただいたわけです。ですから、まちの声は、ただリストラだけをしていればいいと言って

いるわけではないのです。戦略的にどこにお金をかけるのかということを、取捨選択をしてやるしかないでしょう

というお話をしているにすぎません。 

 ですから、観光がある意味では主要産業だということは認めたわけですし、そこがだめになったらますます経済

は落ちるということは皆さん共通の認識だと思いますから、そこはしっかり考えていただいて、限られた資金をど

のように使うのかというところで、観光という分野を支えるためにぜひ使っていただきたいということを要望して、

この件については終わります。 

◎新・市民プール建設について 

 次に、新・市民プールについてです。プールの問題というのは、大変な懸案になっていまして、どこにつくるか

ということばかりが議論されています。私は、プール建設の行政目的というは一体何なのか、そこがどうも皆さん

は議論をされていないので、プールの行政目的は一体何なのかということをお聞かせください。 

○副市長 

 プールは、前期実施計画の中にのっていると思うのですが、まだ、競技用のプールなのか、それとも健康増進の

ためのプールなのか、まだ議論はしていない段階でございます。 

 今後、プールをつくるに当たっては、つくるのかつくらないのかも含めて、どのような目的でいくのか、その目

的によっては補助金も違いますから、資金も違いますし、財源のこともあります。今、稚内市と深川市ですか、プ

ールの財源として、１年間の維持費が5,000万円から7,000万円かかるということで、大変苦労しているところもあ

りますので、それも念頭に置いて、今後どうするか、また詰めていかなければならない課題だと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○山口委員 

 先走って副市長から答弁いただきましたけれども、こういうことです。要するに、プールというのは教育委員会、

文部科学省の管轄なのです。 

 しかし、小樽駅前にあったときも、実態をいろいろお聞かせいただいていましたけれども、高齢者が健康増進の

ために一生懸命使っているというのが実態だと思うのです。そういうニーズはますます増えています。今、31.5パ

ーセントもの高齢化率でありますけれども、私は昭和22年生まれで団塊の世代のど真ん中ですけれども、我々の世
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代が来年になったらもう65歳になるのです。すると、人口が一番多い層がこれから次々と65歳を迎えていくのです。

そういう中で、先ほども申し上げたけれども、民生費はどんどん伸びていくわけですから、これをいかに抑えるか

ということに、ある意味ではプールの利用というのを生かすということです。これは、いろいろなところで取り組

まれていますから、それを念頭に置いてプールの建設をこれからも議論してまいりたいと思いますし、皆さんにも

議論していただきたいと思います。 

○委員長 

 民主党・市民連合の質疑を終結し、一新小樽に移します。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

○成田（祐）委員 

◎学校給食における放射能検査について 

 最初に、学校給食についてですが、今は、ＰＥＮ食器とかのほうに議題が移っていますけれども、改めて本市の

給食における放射線、放射能の検査という部分についてお伺いしたいと思います。 

 桐生市では、10月頭に、給食の野菜からセシウムが検出されたのですが、それは基準値よりも大幅に下回った値

だったので、基準値より大分少ないということで、しばらく公表せずにいて、つい先日公表されたということで問

題になっておりました。 

 本市では、給食の食材における放射能やセシウムの検査は行われているのでしょうか。 

○（教育）学校給食課長 

 現在、給食の食材に係る特別な検査は行っておりません。 

○成田（祐）委員 

 北海道は、もともと食材がたくさんとれるということで、今までは北海道産の食材を多く使っていて、そういっ

た部分をあまり気にしなかったということがあるとは思います。 

 ただ、冬になって北海道産の野菜もだんだんとれなくなってきたため、本州の北関東といったところから食材を

仕入れなければならないという状況になっていますが、そういった検査をせずに今までと同じようにやっていって

果たして大丈夫なのだろうかという問題が出てくるのです。その一方で、北関東産の野菜というところに執着しす

ぎると、今度は風評被害といった問題も出てきてしまうので、これは非常に難しい問題だと思うのですけれども、

特にそういった食材に関しては、これからの季節は北海道産からシフトされるということも考えて、今後どういっ

た形でそういった検査を行っていくのか、若しくは全く行わないでやっていくのか、どのような方針でされていく

のか、お考えをお聞かせ願えますでしょうか。 

○（教育）学校給食課長 

 食材の中でも野菜関係などは、今、委員がおっしゃいましたとおり、道内産が供給できる時期については道内産

が主要に入ってきております。確かに冬場が近づきますと、本州産の割合も増えてまいりますけれども、今時点で

の、例えば新光共同調理場の12月当初の部分では、野菜関係は24品ございますが、関東方面は茨城と埼玉の２県で、

このうち６品が入っている状況でございます。 

 今後、どういう考え方で行うのかという部分については、現在、国が規制値を定めて検査結果に基づき、規制値

を超える場合は出荷制限を行うという形であります。そういった中で、市場に流通しているものは使用するという

考え方でおりますけれども、各県での検査結果などもホームページで公開されたりもしておりますので、そういっ

たものも参考としながら見ているというところでございます。今後もそうした情報収集には努めてまいりたいと、

そのように考えているところでございます。 

○成田（祐）委員 

 どこまでやるのか、全部の食材を毎月やるとなってしまえば切りがない話ではありますが、ここの部分について
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は、やはり避けて通れないような状況になってきていると思います。こういった給食における残留放射能に関して

は、各地方議会で議論されている中で、今後、小樽市においても、北海道産の食材を多く使っているから基本的に

は安心だという部分があると思いますが、ぜひ簡単な検査でもいいので実施していただいて、全く何もやらないま

ま２年、３年たってから、やはり入っていましたということになると、非常に大変なことになると思うのです。そ

このところだけ非常に注意していただいて、どういう形でもいいので見逃すことのないような形を、今は出荷され

ているものは基本的には安全だという性善論からのお話をされていますけれども、ぜひそこだけは御注意していた

だければと思います。 

○（教育）学校給食課長 

 先ほど申し述べたような考え方ではおりますけれども、現在、国の規制値につきましても、厚生労働省でその規

制値の見直しが検討されると伺っております。また、札幌市においては、先般、冬期間ですけれども、月２回、２

品目の検査を行うということも聞いております。それからまた、道の段階でありますとか他の自治体の動向など、

そうした状況をよく見極めてまいりたいというように考えているところでございます。 

○成田（祐）委員 

 多くの品目ではないので、ぜひ今後も注視して見ていただきたいと思います。 

◎並行在来線の経営分離について 

 続いて、北海道新幹線について、先日の総務常任委員会での並行在来線と少し同じような話になってしまうので

すが、経営分離について、小樽市は基本的に同意の考えを示しております。その中に経営分離という言葉がありま

すが、小樽－函館間の切離しというイメージがあまりに先行しすぎていて、経営分離の原則から離れてしまってい

ると思うのです。 

 前回の総務常任委員会では、経営分離というのは、基本的に並行しているところ全部だという答弁をいただきま

したので、それであれば、並行在来線で経営分離するのは、基本的には札幌－函館間という考えになると思います。

そうであれば、もう同意してしまって、札幌－小樽間のいわゆるドル箱路線もこちらによこせというような主張を

していかなければならないと思うのです、そこは筋が通っているわけですから。 

 経営分離というのが、ＪＲによってもう赤字路線を切り離すというすり込みに負けてはだめです。あくまで経営

分離は同意するが、経営分離は札幌－函館間の全部として、黒字の部分を全部よこせと。そうしたら、きっとＪＲ

は、それはちょっと困るという話になってくるはずです。そこで初めて、そういう変則的な主張をするのだったら、

余市まで考えてほしいといった主張をしていかなければ、最初から経営分離イコール小樽から函館なのだというＪ

Ｒのすり込みに乗せられて議論を続けていっては、私はうまくないと思うのです。あくまでも同意した上で、そう

いった形で、並行在来線は札幌－函館間を全部よこせと、そうではないのだったらきちんと、しっかり考えてほし

いといった交渉をしていくことが大事だと思うのですが、それについての見解をいただけますか。 

○（総務）新幹線・高速道路推進室主幹 

 まず、並行在来線の定義についてもう一度説明させていただきますが、新幹線と物理的に並行している、若しく

は新幹線ができることによって機能が転移する区間であると、国からは聞いております。 

 認可・着工の流れについては、国土交通省からＪＲの経営分離区間の考え方を照会して、ＪＲ北海道から同意を

得ることが着工に当たっての一つの条件になっています。五つの条件があって、それがその一つになっています。

新幹線の運行と在来線の維持という二重の負担をＪＲに負わせないというふうにするために決められたものでござ

います。この区間を経営分離することでＪＲ北海道が同意することになり、沿線自治体もその区間の経営分離につ

いて同意する、そういう認可・着工までの流れとなっております。 

○成田（祐）委員 

 ＪＲが二つ路線を負担するのが大変だからというのであれば、同じ話になってしますけれども、黒字路線の部分
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も並行なのだからこちらで負担します、こちらでやりますというぐらいのことを私は言ってしまってもいいと思う

のです。その部分で、少なくとも余市まで、それから先の区間もありますけれども、塩谷、蘭島という、小樽の中

で並行在来線の中で切り離される可能性がある地域があるわけですから、ここを全く考えません、そこから先は知

りませんという話にはならないと思うのです。いかに、新幹線に同意しながらＪＲ北海道から有意義な条件を引き

出していくかという話になると思うのです。 

 函館は、当初、同意を拒否しておりましたけれども、少なくとも道からの賛同を得る形で、そして江差までの区

間もこれから残すかどうかという、当初考えられていた見解からは大分違った形で、地元に有利な交渉をしている

と思われます。 

 小樽市も、ここで、ＪＲの当初出された方針のとおり、わかりました、もうこれでいきましょうというのではな

く、少なくとも塩谷、蘭島の部分も含めた状態で、少しでも有利な条件を引き出しながらの同意をしていくべきで

はないかと思うのです。今後、そういった切り離される可能性のある地域に関する利便性の確保という部分でどの

ような交渉をされていくか、方針をお聞かせ願えますか。 

○（総務）新幹線・高速道路推進室主幹 

 そのことにつきましては、昭和27年の新函館、また開業時に経営分離される江差線と同様に、経営分離後のあり

方について、北海道を中心として沿線自治体と並行在来線対策協議会が設置されますので、将来的な旅客動向や国

の各種支援なども検討して、住民の生活に支障が生じることがないように交通手段を確保するための方策を交渉、

検証していかなければならないというように考えております。 

○成田（祐）委員 

 少なくとも今まで御説明いただいた文言の中で、経営分離というのは、赤字だけを離すことだとか、黒字だけを

ＪＲに残すということは、たぶん一つも書かれていないと思うのです。ぜひそこのところを、ぶれずに交渉してい

ただきたいと思います。 

◎新小樽駅の設置場所について 

 もう一点は、改めて新小樽駅が天神地区に建てられることについて、私は以前からずっと、このような山の中に

建てることに何の意味があるのかということを申し上げているのですが、ここが設置場所とされた経緯、経過をも

う一度お聞かせ願えますでしょうか。 

○（総務）新幹線・高速道路推進室主幹 

 新幹線駅の決定につきましては、基本的に新幹線の高速走行に対応できるカーブや勾配などの技術面、地形・地

質などの自然環境、市街地への影響などを基本要件といたしまして、一定のルールで設定され、その上で駅の設置

による地域への効果などが総合的に検討され、決定されております。 

 新小樽駅を天神に設置することになった経過につきましては、小樽市の市街地には歴史的建造物が多数存在して

おりまして、また起伏に富んだまち並みであることなどから、その中に新幹線を通すことによって構造物により地

域を分断することになりますので、さらに市街地へのアクセスといったものを考慮して、朝里地区ではなくて、最

終的に天神地区に決定されたというように聞いております。 

○成田（祐）委員 

 そのような経緯、経過の中で、前回も本会議等で伺ったのですが、駅の設置場所について議会では全く議論にな

らなかったということなのです。今までは、天神に建てることに賛成した人も、反対した人も、議事録が何も残っ

ていないとのことです。まだ小樽の人口が増えていて、天神地区にどんどんと人口が集結しているという話なら、

私も、ではそうかという話になるのですけれども、少なくともそうではないのです。駅には絶対ホテルができるわ

けでして、どこの新幹線の駅に行っても、近くに何だかスーパーホテルや東横インというような有名なチェーンホ

テルができるので、これから先、天神地域に駅ができると同様になると思います。そうなりますと、新幹線が通っ
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たのはいいのですが、既存の宿泊施設との取り合いが始まってしまいます。今も宿泊施設は、朝里川温泉にも、中

心部にもある中で、天神地域にもできたとなると、新しい施設に流れてしまうというような可能性があるわけです。

天神地域に駅を設置することが果たしてよいのかどうか、今後よく考えていかなければならないと思うのです。 

 私は、朝里川温泉地域に駅をつくったらどうだろうかと、そうしたら既存の宿泊施設も全部活用できると思いま

す。当然、自治体が負担して周辺の整備をしなければならないわけです。そうなって朝里川温泉の地域を整備すれ

ば、当然ながら既存の宿泊施設やスキー場など地域全体に相乗効果があると思います。そもそも朝里川温泉に新幹

線駅を建てられるのか建てられないのかという質問を以前の委員会でしたときは不可能ではないと、最初はたぶん

できないと思っていたけれども、技術が進歩して、今は朝里川温泉に建てることは決して不可能ではないと言うよ

う答弁が出てきました。 

 今、新幹線が現実的な話になってきたときに、20年、30年前に決められた駅の場所である天神地域でこのまま進

めていって小樽市のためにいいのかどうか、自治体負担がないのだったらいいのですが、負担しなければならない

のですから。では、整備するときに一体どこに金をかけて駅をつくるのがいいのか、そういったことを改めて小樽

市として道とＪＲと国に対して、疑問と提案をぶつけていくべきではないかと思うのですが、その辺についてはど

のようにお考えでしょうか。 

○（総務）新幹線・高速道路推進室主幹 

 天神地域の駅につきましては、まだ詳細なことが決まっておりません。駅設置に伴い整備する施設等については、

これから整理していく課題でありまして、現時点では何も決まっておりません。ある程度の構想はできているので

すが、詳細な設計ですとか、そういったものはできておりませんで、それが今後の課題となってくると思います。 

○成田（祐）委員 

 まだ決まっていないのであれば、少なくとも20年先に着工が始まってしまえばだんだん決まってしまうと思うの

で、本当に主張できるチャンスがあるとしたら今だと思うのです。天神地域につくっても、近くにある店といって

も、セブン－イレブンしかないのです。それこそ朝里川温泉地域につくれば、朝里川温泉スキー場だけでなくてキ

ロロにも行けるし、札幌国際スキー場も行け、宿泊施設もあります。またそこに宿泊施設が少しできれば、もっと

温泉街が活性化するという話なので悪くない話だと思うのです。まだ決まっていないのであれば、ぜひその部分の

検証というか、改めて小樽にとってどのような形で駅を設けるのがいいのか、検討していただきたいと思います。 

◎配水管の整備工事費について 

 最後に、配水管の整備工事費についてお伺いします。 

 今回の工事は、耐震化などを含めた事業になるのか、お答えいただけますか。 

○（水道）管路維持課長 

 今回の平成23年度の工事につきましては、配水管整備事業の中で老朽管の更新を行っております。それにあわせ

まして、耐震計画に位置づけられている基幹管路などに不具合がありましたら、耐震化を一緒に進めております。 

○成田（祐）委員 

 この度、奥沢ダムの解体など、新たな負担をせざるを得なくなったことによって、市内の配水管の耐震化が今後、

予定より遅れるというような影響はあるのでしょうか。 

○（水道）管路維持課長 

 奥沢ダムの関連で、今年度の実施予定の箇所が一部中止になっておりますけれども、中止になった箇所につきま

しては、耐震化の部分に入っておりませんので、遅れる形にはならないというふうに考えています。 

○成田（祐）委員 

 なぜ今回、耐震化の話を伺ったかというと、以前にも建設常任委員会で質問いたしましたが、今定例会において、

新市立病院の予算がつきまして、夜間急病センターもという話になってくるわけですから、医療区域が南小樽から

 
- 14 -



平成 23 年 12 月 12 日 予算特別委員会会議録(4) 

小樽築港までというようにほぼ確定することになると思います。そこで、その地域の水道管、配水管が耐震化され

ないで果たして大丈夫なのか。市立病院調査特別委員会でも何度か質問をしておりますけれども、２日間、３日間

は配水管からの水がなくても何とかなると。でも、震度６とかの大きな地震が来たときに、水が使えなくなったら

手術ができないわけです。よくあるのが、病院は耐震化して、箱はしっかり残ったけれども、水が使えなくて病院

としての機能が非常に劣ったと、本当の箱物でしかなかったという部分がほかのまちではあったそうです。 

 ですから、今後、南小樽から築港地域にかけての配水管の耐震化、特に配水池から医療施設近辺への水道をしっ

かりと確保してほしいということで、優先順位を高くして、ぜひやっていただきたいと思うのですが、それについ

てもう一度改めて御見解をお聞かせ願えますでしょうか。 

○（水道）管路維持課長 

 耐震化を優先的に行うべきではないかという御質問であります。 

 医療施設への配水池というのが、実は入船地区にございます。この入船地区の配水池から医療施設までの区間と

いうのは、一部耐震化を実施している箇所もございますが、まだ老朽管が残っている箇所もあります。この区間に

つきましては、私どもの水道耐震化計画でも、災害時の基幹病院の収容施設への供給ルートの確保という形で位置

づけておりまして、現在、補助事業などで計画的に緊急度や優先度を考慮して事業を実施しておりまして、目標と

しては平成26年度を目標に、現在、施工中であるというふうになっております。 

○成田（祐）委員 

 平成26年度ということで、開院するかしないか、開院した後にでも間に合うのであれば、やはりそれが一番いい

わけですから、予算の関係や順序等はいろいろあると思うのですが、できる範囲の中で、建った後の病院が本当の

箱物にならないように、それこそ一生懸命お金をかけて病院を建設するのであれば、何か起きたときにもしっかり

使えるような病院にしていただけるよう、その辺もぜひ配慮していただいて、今後、水道の計画を遂行してもらい

たいと思います。 

○委員長 

 一新小樽の質疑を終結し、共産党に移します。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

○中島委員 

◎海水浴場対策費について 

 一般会計の補正予算の海水浴場対策費について質問します。 

 137万3,000円の補正予算が計上されていますが、この内容について説明してください。 

○（産業港湾）観光振興室中村主幹 

 このたびの137万3,000円の補正でありますけれども、平成７年に、海水浴場対策委員会が市から起こしました借

入金につきまして、市に対して債務返済を行うに当たっての市と海水浴場対策委員会とのお金のやりとりに絡むも

のであります。 

 市は、市営銭函３丁目駐車場につきまして、条例に基づき駐車場料金を徴収しまして、必要な整備を行いながら

運営を行っておりますけれども、駐車場収入から管理に係る経費を差し引いた収益部分を海水浴場対策委員会が借

り入れた返済に充てています。つまり、車がたくさん入りまして、駐車場収入が増えるとともに管理経費を圧縮で

きれば、それだけ多く返済できるという図式になってございます。 

 市では、毎年、駐車場会計が確定した段階で、返済額相当分を補助金として海水浴場対策組合に交付しておりま

すけれども、今年は駐車場収入が当初予算1,300万円に対しまして137万3,000円増の1,437万3,000円になったことか

ら、増収分であります137万3,000円を海水浴場対策費に増額補正して、さきの管理経費の圧縮分と合わせて、補助

金の増額財源に充てるという内容でございます。 
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○中島委員 

 駐車場料金が多く入ったというのはわかりました。 

 管理経費が圧縮されたという話ですけれども、これは具体的にどういう理由で圧縮されたのでしょうか。 

○（産業港湾）観光振興室中村主幹 

 主に委託料を圧縮し、減ったものでございます。駐車場の管理につきましては、業者に委託しました入札の差金

もございます。また、駐車場を囲っているさくが壊れた場合に修繕を行ったり、また、いろいろな穴があいたとき

に穴を埋めたりするような経費があるわけですが、駐車場に必要な管理につきましては、組合と十分協議の上、費

用対効果を見極めながらやっております。そのため、最低限の工事経費を使って最大の効果を上げると、そこで経

費を圧縮したところであります。 

○中島委員 

 結果的に駐車場料金の収入が上がって、管理経費が削減になった分を合わせた318万円は、海水浴場対策委員会補

助金として、市に返済するお金に充てることになるというお話ですが、市に返す当初計画の最初の額は幾らの予定

だったのですか。 

○（産業港湾）観光振興室中村主幹 

 当初予算としましては、500万円を見込んでおりました。 

○中島委員 

 そうなると、今回は、318万円が補助金として追加になって818万円になるのですが、先ほど答弁にあった平成７

年の海水浴場組合のいきさつは、当時いろいろと問題になりまして、暴力団絡みの仕事で、市とのやりとりもいろ

いろとあって、結局、この工事については、市がいったんお金を全部貸し付けて後から返していく今のような形を

とっているわけです。当時、小樽市が、その工事にかかったお金、借入金額の総額は幾らだったのですか。 

○（産業港湾）観光振興室中村主幹 

 １億4,600万円です。 

○中島委員 

 そのお金は、毎年返還されてきたと思いますが、平成23年度に818万円を返還した後の残額は、幾らぐらいになり

ますか。 

○（産業港湾）観光振興室中村主幹 

 平成23年度の残額見込みは4,085万9,385円です。 

○中島委員 

 １億4,000万円を超える金額があったわけですが、平成７年以来、着々と返済が進んできたということだと思いま

す。返済は、これまでも大体計画的に進んできたのでしょうか。 

○（産業港湾）観光振興室中村主幹 

 残念ながら、この駐車場運営は、天候に大きく左右されるものでございますので、その年によりまして収入も大

きく変わります。当初は順調に償還できていたのですが、償還額がゼロ円という年もございました。特に、平成16

年度については、海浜の浸食が大変激しく、浜茶屋をセットバックしまして砂浜をならしたので、駐車場にとめら

れる台数が半分になってしまったため、そこからはかなり収入が減っておりますので、非常に厳しい状態でありま

したが、経費の圧縮で何とか返済を進めているところでございます。 

○中島委員 

 海水浴場の駐車場使用料ということでしたら、使える期間が決まっている中身ですから、そんなに大幅な増額は

見込めないと思いますので、おっしゃったように経費の節減など、適正な管理が求められるものだと思います。ぜ

ひ、4,000万円強をきちんと返すという計画を遂行していただきたいと思いますが、計画でいけば、あと何年ぐらい

 
- 16 -



平成 23 年 12 月 12 日 予算特別委員会会議録(4) 

で全部終わる予定でしょうか。 

○（産業港湾）観光振興室中村主幹 

 先ほども申しましたが、かなり天候に左右される事業でございますので、一応の見込みとしては、毎年500万円ず

つ返すということで考えておりますけれども、500万円でいけば10年、それがうまくいきまして600万円となります

と、７年になります。委員のおっしゃったように、経費削減に努めまして、できるだけ早く返済したいということ

で考えております。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

○北野委員 

◎並行在来線の経営分離について 

 新幹線誘致に関して、在来線の経営分離に同意することに我が党は反対ですから、それに基づいて若干質問をし

ます。 

 本市議会では、２回にわたって新幹線促進建設を求める意見書が可決されております。市長をはじめ関係理事者

は、当然この意見書がどういう内容であるかを承知していると思うのですが、改めてその内容についての認識を伺

いたい。 

○（総務）新幹線・高速道路推進室主幹 

 可決された意見書につきましては、いずれも新函館－札幌間の全線フル規格での一日も早い認可・着工と早期完

成、二つ目といたしまして新青森－新函館間の早期開業、三つ目といたしまして公共事業費の重点配分などによる

建設財源の確保及び地域負担の軽減と財源措置の充実強化について要望する内容となっておりまして、新幹線の整

備を促進するための意見書であると考えております。 

○北野委員 

 その中には、在来線を経営分離しろということは一言も入っていませんよね。 

○（総務）新幹線・高速道路推進室主幹 

 入っておりません。 

○北野委員 

 この問題については後で質問しますけれども、平成19年第４回定例会に提出された新幹線の意見書案が自民党、

公明党の賛成多数で可決された経緯を、理事者側はどういうふうに押さえていますか。 

○（総務）新幹線・高速道路推進室主幹 

 平成15年の意見書につきましては全会一致でありましたが、平成19年の意見書につきましては、賛成多数で可決

されたものであります。これにつきましては、函館本線の並行在来線はＪＲ直営で残すという文言を加えることに

ついて、会派間で意見が分かれたというように聞いております。 

○北野委員 

 そんなに簡単に言われたらだめなのです。 

 項目はそうだけれども、平成19年第４回定例会で、自民党、公明党の賛成多数で可決されたときは、本日の委員

会には来ていないけれども、現在の自由民主党小樽市議会議員会の会長である前田清貴議員が共産党に来て一緒に

やりたいという話があったので、共産党としては並行在来線についてはＪＲの経営でやりなさいということを言っ

て、わかったということで文言の整理までやっていたのです。ところが、数日たって、全部御破算だと。理由は、

とあるところからだめだと言われたと。それで、当時、古沢議員が山田市長に、あなたが圧力をかけたのではない

かと聞いたら、おれはそんなことはやっていないと。そうしたら、あとは北海道しかないのです。だから、北海道

が、当時から圧力をかけていると。副市長は、北海道から来た人ですから、すねに傷を持っていると。 

 それで、小樽市議会としては、並行在来線を経営分離してよろしいということは、機関意思としては一切決めて
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いません。それを、この間、市長が慌てて総務常任委員会を開いて、おれは同意すると、ついては意見を聞きたい

と、こういうような短期間のやり方で経営分離について同意するということ自体に無理があると、私は思うのです。

北海道は、小樽に関して言えば、議会に諮るまもなく、さあ返事よこせと、こういうことを小樽市に迫ること自体

が問題なのです。小樽については、議会の意思を少なくとも丁寧に聞くと。それからもう一つは、ＪＲの方針だと

言われている塩谷、蘭島以降、小樽駅までは残すけれども、そこから長万部までは経営分離すると。そうすると塩

谷、蘭島の住民の意見は少なくとも聞く必要があるのです。そういうまもなく、間を置かずに返事をよこせという

のは絶対だめですから。私は、本定例会でも議論されていますから、少なくとも市長は、議会が終わったら塩谷、

蘭島の方々から意見を聞く場を設けて、率直に意見を聞いた上で判断すると。少なくとも隣の余市町長はそのよう

にしているわけですから、最小限そういうことぐらいはやるべきではないですか。市長の見解を伺いたい。 

○（総務）新幹線・高速道路推進室主幹 

 確かに早すぎるという感じはありますが、国土交通省では、一月、二月の間に認可・着工の機運が非常に高まっ

てきているためだと思っております。北陸や九州におきましては、既に沿線自治体で沿線分離について同意をとっ

ているということもありまして、北海道におきましても、何とか札幌までの延伸を整備していただきたいといった

思いから、まずは認可・着工をいただくために経営分離について同意していただきたいという形だと思います。 

○北野委員 

 だからといって、市民や議会の意見を聞く余裕も与えずに返答を迫ってくる北海道のやり方には無理があるのだ

から、少なくとも市民の意見、議会の意見を聞く時間的な余裕を下さいということは、最小限言っていいのではな

いですか。市長に聞いているのだから、主幹が市長に成りかわって市長みたいな答弁をするのうまくないですよ。 

 九州と言ったけれども、どこの区間のことを言っているのですか。 

○（総務）新幹線・高速道路推進室主幹 

 九州につきましては、諫早から長崎間でございます。 

○北野委員 

 九州で、佐賀の肥前山口から長崎の諫早間については、20年間はＪＲの経営でやるということで同意したのでは

ないですか。その先のほんの少しでしょう、諫早、長崎は経営分離すると。だけれども、四国側を回る路線を20年

間はＪＲの経営でやるという返事に同意しているのです。これは北海道新聞の平成22年７月６日、道南版にきちん

と出ています。承知しているでしょう。 

○（総務）新幹線・高速道路推進室主幹 

 九州新幹線の長崎ルートですが、たしか江北町と鹿島市が反対をしておりました。それで、平成20年に認可・着

工になったのですが、その際には、20年間はＪＲで管理・運営しますという話になっております。ただ、上下分離

方式といいますか、下の部分につきましては、長崎県と佐賀県が鉄路を維持する形になりまして、上の部分の管理・

運営する部分がＪＲ九州で行うという形で、開業後20年間につきましては、ＪＲで管理・運営するということを聞

いております。 

○北野委員 

 私がこの例を説明していただいたのは、そういう例もあるわけだから、隣の余市町が苦渋の選択を迫られそうな

雰囲気ですけれども、やはり定住自立圏の隣のまちですから、小樽市長としても、全国のこういう、九州の長崎ル

ートの事例も引いて、何も国土交通省や北海道から言われたから簡単に、小樽から長万部までの経営分離はいいで

すということを軽々しく返事すべきではないと思うのです。これは、市長の意思一つで決まる話なのです。九州の

長崎ルートで20年間もＪＲが経営することになっていて、これから先はどうなるかわからない、市長の言うように、

５年か10年は大丈夫だと、その間に何とかというふうにおっしゃいましたけれども、その先の見通しも、新幹線が

どうなるかということもわからないうちに経営分離だけを先に手形としてとっておくという不当なやり方は許せな
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いと思うのです。 

 ところで聞きますが、これは政府与党の合意であって法律ではないということは指摘されて御承知だと思うので

すけれども、どうして政府与党間で、新幹線着工についてこういう合意を繰り返すのですか。 

○（総務）新幹線・高速道路推進室主幹 

 国土交通省がＪＲの経営分離区間をＪＲに照会いたしまして、ＪＲ北海道から同意を得ることが着工に当たって

の条件の一つになっております。これは、新幹線の運行と並行在来線の維持という二重の負担をＪＲに負わせない

ようにするために、整備新幹線の認可・着工を決めるたびに確認されていることだと考えられております。 

○北野委員 

 だから、その背景には、旧国有鉄道ですよ。巨額の赤字が国鉄分割民営化のときに大きな問題になって、同じ国

有鉄道なのに日本と欧州でどうしてこういう財政上の違いが出たかということが大きな問題になったのは、あなた

方も承知していると思うのです。日本の場合は、全部国鉄が自賄いで線路や駅舎をつくっていったのです。欧州は、

基本的施設については国家が金を出してやっていたのです。その違いなのです。 

 だから、今度の場合も、路線ですから、全国に張りめぐらされていれば赤字のところもあるのです。しかし、北

海道はどんどん路線が廃止になって、今は大正時代に逆戻りしているのですよ、鉄路は。それぐらいひどくなって

いるのですから、この上また幹線道路である函館本線が経営分離されたら、有珠山の噴火のときではないけれども、

どこを通って輸送するのですか。そういう問題もあるから、小樽の役割は非常に大きいということで、これについ

ては、また後ほど問題にしていきますけれども、そういう点を考えて、市長は軽々しく返事しないで、少なくとも

市は塩谷、蘭島の方の意見を聞いてからやるようにしていただきたいという要望だけを述べて、次に移ります。 

◎平成23年度一般会計決算見込みについて 

 財政問題で伺います。 

 まず、一般会計決算見込み（一般財源ベース）の資料を出していただきましたので、これについて説明をしてく

ださい。 

○（財政）財政課長 

 この資料につきましては、平成23年度一般会計の現時点での決算見込みについて、一般財源ベースで示したもの

でございます。 

 上から順に、当初予算編成で生じた財源不足が、一般財源（財源不足）という欄の８億8,000万円でして、この財

源不足を隣の欄にあります他会計借入れで回収し、収支均衡予算を組んだということでございます。 

 次に、第２回定例会補正予算では、３億4,100万円の財源不足が生じましたので、その手当てとして、22年度決算

からある程度繰越金が生じるということを見込みまして、繰越金欄の①になりますが、３億4,100万円を充当したと

いうことでございます。なお、本年度は骨格年でありますので、第２回定例会補正の肉づけ予算による財源不足額

３億4,100万円と当初予算の財源不足額８億8,000万円を合わせた12億2,100万円が今年度、年間を通じての財源不足

額になります。 

 次に、第３回定例会補正予算ですが、１億7,700万円の収支不足額が生じたということで、これにつきましても、

繰越金欄にあります②の１億7,700万円を充当したところでございまして、同時に22年度の決算剰余金であります繰

越金、③の11億8,400万円から①と②を除きました残りの６億6,600万円を財政調整基金に積み立てたということで

ございます。 

その後、今回の補正予算で3,400万円の財源不足が生じましたので、これについては財政調整基金の取崩しで対応

したということで、現在、基金の残高につきましては６億3,200万円になっております。現時点の財源不足額８億

8,000万円については、他会計からの借入れを充当する予定でございます。 

 なお、一番下にあります今後の変動要素でございますけれども、これは今後、財源不足の拡大あるいは縮小につ
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ながると見込まれるものを記載しております。 

○北野委員 

 伺いたいのは、８億8,000万円はまだ借りていないわけですよね、借りるという議決はとっているけれども。それ

で、財政調整基金に６億3,200万円積んだと。仮に３月の第１回定例会で、いわゆる５定補正と言われているもので

必要なものが生じたら、これは８億8,000万円を借りてとんとんにするということなのですか。それとも、６億3,200

万円を取り崩して財源に充てるのですか。財源の運用はどういうふうにするのですか。 

○（財政）財政課長 

 この資料の一番下に、今後の変動要素を記しておりますが、この中で増額要素として、自然の収入の減や除雪費

の増加といったものが生じた場合については、現在の６億3,200万円ある財政調整基金を取り崩さざるを得ないとい

うふうに考えています。 

 また、減額の要素として、不用額の精査ということも書いてありますが、そういった中で、ある程度財源不足の

圧縮が図られることが見込まれる場合につきましては、現在、８億8,000万円借りることとしております借入金を何

とか圧縮していきたいというふうに考えております。 

○北野委員 

 これは、市税収入の減とか、除雪費がどうなるかということもありますけれども、このところ不用額は毎年10億

円以上も出ています。それは不用額を出すことを目的にしているのではないと弁解するけれども、あなた方が出せ

出せと言うから不用額が出ているのです。いつだったか、大野参事が教育部長だったときに、図書館の新刊の図書

購入をやめろと圧力をかけて不用額にしたのですよ、当時の図書館長がそうやって議会で堂々と答えていたのです。

そういう圧力をかけるのです。そして、不用額を出すのでしょう。 

 だから、この不用額については、これから出てきた額については議論しなければならないけれども、不用額が例

年どおり出たら、他会計からの借入れ８億8,000万円は必要なくなると私は思うのですが、見込みについてはどう見

ていますか。 

○（財政）財政課長 

 不用額の見込みにつきましては、ただいま各部に決算見込みについての照会をかけております。そういったもの

はやっておりますけれども、まだ出納閉鎖までにかなりの期間もあるということで、今の段階での見込みはなかな

か難しいところですので、全体の把握には至っておりませんが、なるべく不用額については、精査した上で５定補

正予算、最終補正予算に反映していきたいというふうには思っています。 

○北野委員 

 課長は北海道から来て何年たつのですか。 

       （「２年です」と呼ぶ者あり） 

 ２年でしょう。昨年の今ごろも、同じことを言っているのですよ。それは、歴代の財政課長が同じこと言うれど

も、不用額は出るのです。そうしたら、８億8,000万円は何も借りなくても済むのだから、そういうふうにすべきだ

と思うのです。 

 それで、増額の必要に迫られたら財政調整基金の６億3,200万円を取り崩してと言ったけれども、そんなに増額し

なければならない案件は出てこないと思うのです。今までの例でいっても、除雪費だって、何年か前の異常な降り

方のときは４億円、４億円で合計８億円ぐらいですか、補正したこともありましたけれども、ああいうことがなけ

れば、場合によっては補正を組まないで済むということだってあるわけです。それから、市税収入の減だって、も

う既に前年比を下回って予算を組んでいるのでしょう。それなのに、さらに予算を下回るようなことが考えられる

のかと。もし下回ったら、あなた方の予算の立て方が間違っていたということになるのですよ。どちらに転んでも

あなた方は不利なのだから。 
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 財政運営についての議論はあったけれども、どの会派の方々も、他会計からの借入れはできるだけするなと、早

くなくしろというのが議会の意見ですよ。そうしたら、今私の言った方向で財政運営するのがいいと思うのですが、

この財政調整基金の６億3,200万円は何が何でも平成24年度の財源に充てなければならないという決まりはあるの

ですか。 

○（財政）財政課長 

 決まりといいますか、特に今年度の取崩しはだめだということはないと思います。 

 ただ、この基金の性格からいって、年度間の財政不足の調整を図るといった目的がありますので、現状で申し上

げますと、先ほど私も説明した中で、今年度についても12億円程度の収支不足が生じているということもありまし

て、来年度についても恐らくその程度はそれを超えるぐらいの収支不足が生じるのではないかというふうに私は思

っています。ですから、財政調整基金については、今年度はなるべく取り崩さずに、基金本来の目的に沿った形で

来年度の収支不足に充てるという方向で考えていきたいというふうに思っております。 

○北野委員 

 財源不足が12億円近くあるというお話で、新年度もそうだということですが、財政調整基金の６億3,200万円と不

用額が10億円をはるかに超える分が出るわけですから、そうすると８億8,000万円を差し引いても、来年度の当初予

算の財源不足は何とかなるのではないかと思うのですけれども、私のこの考えは楽観的ですか。 

○（財政）財政課長 

 不用額自体は、ここ数年10億円を超える単位で出ています。ただ、その中には、特定財源が含まれているもの、

ですから不用額が生じることによって歳入が入ってこなくなるという部分もありますので、そういったものを除け

ば、純粋な一般財源の不用額が黒字の要素になるのですが、昨年でいくと大体８億円ぐらいしかなかったと。それ

から、歳入は、平成22年度決算で言うと、逆に３億円伸びたということがあって、それで11億円の黒字が出たので

すけれども、今年度につきましては、それほど不用額が出るのか、それとも歳入が伸びるのかということが、ちょ

っと今の段階では見込めないということがございまして、決して楽観ということではないのですけれども、やはり

ある程度財政運営をしていく上で、きつめに見ておくということが大事なのではないかというふうに思っておりま

す。 

○北野委員 

◎臨時財政対策債の各年度における償還額と基準財政需要額算入額比較について 

 次に、臨時財政対策債の資料についても簡単に説明してください。 

○（財政）財政課長 

 この資料につきましては、地方交付税のうち、普通交付税の振替分として発行した臨時財政対策債の元利償還額

と、普通交付税の算定基礎となる基準財政需要額に臨時財政対策債の元利償還分として算入された額を比較した表

でございます。 

 表の左側から、その年度の発行額、順に元利償還額がＡ、基準財政需要額算入額がＢ。Ａに対するＢの割合、Ａ

とＢの差額というつくりになっています。 

 臨時財政対策債につきましては、今年度において、元利償還金が基準財政需要額に算入されるということで、実

質的な地方交付税と言われているところでありますが、この資料は、年度ごとに比較を行ったものでありまして、

ごらんのとおり、平成18年度の発行分までは基準財政需要額の算入額が実際の元利償還額を上回っておりますけれ

ども、19年度の発行分につきましては、その逆になってございます。合計では23年度の発行予定分を含めまして実

際の元利償還額が約43億3,600万円であるのに対し、基準財政需要額の算入額は約39億1,600万円で算入率は90.31

パーセント、ＡとＢの差は約４億2,000万円になっております。 
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○北野委員 

 普通、元利償還は交付税で見るのだから、この差額は出ないことになっているはずですよ、建前は。それなのに

何でこういうふうに、差額と言うけれども、これは小樽市の負担になっているのです。どうしてこういうふうにな

るのですか。 

○（財政）財政課長 

 あまり細かい分析はできなかったのですが、基準財政需要額に算入される額は、臨時財政対策債の年度ごとの発

行額に国が示す一定の率を乗じた理論償還額が算入される仕組みになっております。この率につきましては、利率

をどう見ているかといった詳細な分析はできなかったのですけれども、償還の前提となる償還期間については、３

年据置きの20年償還を前提にして、国は理論計算をするということになっております。 

 一方、本市の実際の借入れに係る償還期間でございますけれども、公的資金については３年据置きの20年ですが、

民間資金についてはおおむね15年で、償還期間の差が、現在点での元利償還額と基準財政需要額の算入額との差に

なっているのではないかと考えているところでございます。それで、償還期間が15年のものにつきましては、実際

の償還が終わった後も基準財政需要額への算入が20年間続くことになりますので、最終的にはそれぞれの金額が一

致するのではないかというふうに考えております。 

○北野委員 

 私も楽観的に見ているけれども、課長はもっと楽観的だね。最終的には、15年償還と20年償還の差があるから、

今は市の負担になっているけれども、最終的にはきちんと15年で終わっても20年分、５か年間はそれぞれ出てくる

から、それはもう丸もうけだと。だから、最終的には帳じりが合うと。だから、あなたの言うのは、元利償還につ

いて、返済については最終的に帳じりが合うということなのですが、私は疑問があるから、何年にどこから借りた

のか。政府資金の場合は、統一されていますけれども、民間から借りる場合は、入札をかけて金利の安いほうでや

っているのでしょう。それを一つずつ出していただいて、３年据置き15年償還で、実際はどうか、それから国の計

算ではどうかというのを出していかないと信用できないのですよ。だから、そういうことで、報告は１月が済んで

からになると思うけれども、きちんと計算して、資料をつくっておいてください。国の計算は信用できないと私は

言っているのだから。あなたは、北海道から来た方かもわからないけれども、ずいぶん楽観的に心配要りませんと

いうことを言うのはおかしいですから、私はそういう心配があるということだけ申し上げて、終わります。 

○（財政）財政課長 

 国の率がどういった形で設定されているのかというのがよくわからないので、市の借入れについては、それは全

部積み上げていけますけれども、国の分析がなかなか進まないということでして、なかなか難しいところですけれ

ども、確かに委員がおっしゃっているように、これが地方の負担になるのではないかという御心配だと思います。

こういったものについては、これまでも全国市長会で、これまで発行を余儀なくされた臨時財政対策債の元利償還

金については、確実に財源措置を講じるように、ずっと要望してきております。11月に、全国市長会でも、こうい

った提言を取りまとめて要望を行っておりますので、細かい分析まで示すことができるかどうかは別としまして、

こういった要望は行っておりますし、そういった心配を私も持っておりますので、その点を御理解いただきたいと

思います。 

○北野委員 

 私と全国市長会と意見が一致しているんでしょう。国を信用していないから、そういう意見書を出すのでしょう。 

       （「そうではないですけれども」と呼ぶ者あり） 

 あなたが何を言おうと、私は変わらないですよ。これで終わります。 

○委員長 

 共産党の質疑を終結し、この際、暫時休憩いたします。 
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休憩 午後２時53分 

再開 午後３時08分 

 

○委員長 

 休憩前に引き続き、会議を再開し、質疑を続行いたします。 

 自民党。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

○酒井委員 

◎消防団の活性化について 

 消防団の活性化について、お聞きしたいと思います。 

 まずは、消防団の主な活動内容についてお示しいただけますでしょうか。 

○（消防）主幹 

 消防団の主な活動という質問ですので、消防団の毎月の活動についてお答えいたします。 

 消防団には１分団から18分団までございます。毎月10日を「防火の日」と決め、毎月開催の分団長会議の結果報

告と、各分団管轄区域の防火夜回り、各種機械・器具の点検整備等を行っております。 

 次に、年間の訓練状況についてですが、２月から10月まで、輪番制も含めほぼ毎月訓練を行っております。２月

は文化財防火デーの火災防火訓練への参加、４月は春の火災予防運動、火災予防訓練への参加、５月には春の合同

訓練と申しまして、隣接の分団の２個ないし３個の分団との合同訓練となっております。６月には、林野火災の合

同訓練、団員の放水訓練、それと土砂災害防災訓練、これにつきまして本年は蘭島地区で実施しております。最後

に、危険物の油槽所等の火災予防訓練に参加しております。７月には、団員放水訓練、常備消防隊との合同訓練、

合同訓練の内容については、消防車両からの資機材の搬送や車両からの放水訓練等の実施をしております。９月は

小樽市総合防災訓練への参加、それと消防団最大参加人員の秋季合同訓練、これは団員が一堂に会して実施してご

ざいます。10月に入りまして、秋の火災予防運動訓練、火災防火訓練に参加をしております。また、これらの訓練

のうち、全団員が参加する訓練は、春季合同訓練と秋季合同訓練になってございます。 

 訓練以外では、１月開催の消防出初め式、潮まつりでの花火大会の警戒警備、歳末特別警戒、これは12月10日か

ら31日までとなってございますけれども、その期間における防火夜回り等を実施しております。 

○酒井委員 

 現在、小樽市内の消防団員には何人いて、その中に女性団員は何人いるのか、その辺についてお聞かせ願えます

でしょうか。 

○（消防）主幹 

 現在の団員数でございますけれども、500名のうち女性団員は70名となってございます。 

○酒井委員 

 全国的に消防団員が減っているという話なのですが、過去５年間の推移を見たときに、小樽市として減っている

のか、増えているのか、その辺についてはどうでしょうか。 

○（消防）主幹 

 団員数の推移でございますけれども、過去５年間をそれぞれ12月１日現在で申し上げますと、平成19年472名、20

年495名、21年488名、22年も488名、本年12月１日現在で500名となってございまして、19年からですと28名の増加

となってございます。現在の条例定数が514名でありますので、定数に近い団員数が理想ではないかと考えるところ

でございます。また、団員の増加に関しては、これからも各分団の御協力をいただきながら進めてまいりたいと考

えております。 

 
- 23 -



平成 23 年 12 月 12 日 予算特別委員会会議録(4) 

○酒井委員 

 毎年、定年で団員をやめていく方、それから入ってくる方という形になると思うのですが、団員の募集の対策に

ついて何かあればお示しいただけますか。 

○（消防）主幹 

 消防団員の募集方法、対策等でございますけれども、団本部としましては、小樽市の人口減少と高齢化率を考え

ますと、非常に厳しい状況での増員計画でありますが、少しでも長く活動していただくことを考えますと若い団員

を求めることになりまして、市内の大学への勧誘、事業所への働きかけなど、直接伺って実施をしているところで

ございます。また、広報誌、ホームページ上での団員募集も引き続き実施している状況でございます。 

 また、各分団としては、以前から、自分が退団するときはできるだけ新団員を紹介してほしいというお話をされ

ていること、またさらに団員自身の知人や友人を誘っていただくなどの活動で対応していると聞いております。 

○酒井委員 

 例えば、実際に火災になったときに、後方支援という形で団員が現場に出向くと思うのですが、その際には放水

をするのですか、その辺についてはどうなのでしょうか。 

○（消防）主幹 

 消防団員の火災現状での活動等でございますけれども、数年前まで消防団員は火災現状で警戒線を設定する、被

災住民の保護ですとか、使用したホースの撤収作業など、後方支援的な活動が中心でしたけれども、最近の消防団

につきましては、後方支援活動のほかに、火災の状況によって路上からの放水作業、建物の破壊活動の補助、残火

処理まで、常備消防と変わりのない活動を展開しており、団本部が計画する訓練だけではなくて、各分団独自の放

水訓練等が必要ではないかと、また実際にその訓練を行っている状況でございます。 

○酒井委員 

 先日の一般質問で防災にかかわる部分で答弁をいただきまして、消防団員の御協力を得て周知徹底をしていくと

いう部分から考えても、やはり消防団の方々の活躍が今後も期待されると思いますので、引き続き環境整備をお願

いしたいと思います。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

○山田委員 

◎新立病院建設の入札形態について 

 今回、新市立病院建設の入札に関しては、道でも同じような発注形態がされているようです。 

11月16日には道の発注工事において、最低制限価格と落札価格の差額1,000円以内の工事が前年度より増えたとい

う新聞記事が載っておりました。最初に、今回のような道の発注形態は、どういうような形態なのかお示しくださ

い。 

○（財政）契約管財課長 

 北海道においては、総合評価方式といいまして、価格のみでなく、その工事受注者の会社規模や地域貢献度など

を配慮した点数を加味してやっている工事をメーンでやっております。 

○山田委員 

 今回、本市の新市立病院については、総合評価方式ということで聞いております。 

その新聞報道によると、道の発注工事で最低制限価格と落札価格が1,000円以内の差額で落札された工事は、2009

年度が5,390件のうち308件で5.7パーセント、2010年度では5,112件のうち563件で11パーセントに増えているという

数字があるわけです。こういうことを見ると、やはり情報の漏えいを疑ってしまうわけなのですが、まず、本市の

500万円以上の契約件数が何件あるのか、また、情報が漏れたとういうことがあったかどうかをお聞かせ願いたいと

思います。 
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○（財政）契約管財課長 

 平成23年度ですが、契約管財課扱いの発注工事は、64件ございます。そのうち最低制限価格と1,000円以内の落札

は８件、12.5パーセントです。22年度においては、契約管財課扱いは65件、そのうち最低制限価格と1,000円以内の

差額の件数が10件、15.4パーセント。21年度の契約管財課扱いは73件あり、最低制限価格と1,000円以内の落札が10

件になっておりまして、傾向としましては、毎年、大体10件前後あるという形になっています。 

○山田委員 

 どういう要因があって最低制限価格と1,000円以内での落札になるのか、その点をお示し願いたいと思います。 

○（財政）契約管財課長 

 小樽市におきましては、予定価格を事前に公表しております。予定価格は、基本的には設計金額とほぼ同額とい

う形になっていますし、算出基礎となる単価関係は、北海道の道単価を使っております。ちょっとグレーゾーンの

部分である小樽市の独自の見積価格が一部に入るのですが、それは公表しておりません。その部分を公表していれ

ば、業者も勉強してぴったりの金額を当てられると思いますが、そのグレーゾーンがありますので、なかなかぴっ

たりの数字にはなってきていないというのが現状です。 

○山田委員 

 今のこういう業者数も、こういう時代で減っていないということも一つの要因かというふうに私も考えているの

ですが、業者の数的には、今、どういう状況でどういう競争があるのか、お示していただければと思います。 

○（財政）契約管財課長 

 業者の数といいますと、小樽市の場合、条件付き一般競争入札をやっておりまして、工事の規模によって経営審

査事項等に基づく総合審査評点が、何点から何点の業者の方は参加できますよという条件を出しています。そして、

平均した数字というのは、ちょっと今、手元にございませんが、それらの入札においても５社から６社ぐらいは参

加されておりまして、工事規模によっては最低制限価格の近いところで競争するケースもありますし、90パーセン

ト以上のところで競争するケースもあります。 

 業者の件数となりますと、大体一つの入札については、平均五、六件ぐらいは参加されていると思います。 

○山田委員 

 そういうことで、相当に厳しいということがあるという気はしています。 

 もし今回の総合評価で同点になった場合には、判断基準をどこに持っていくかというのが私もちょっと気になる

ところです。例えば、その総合評価でするのか、皆さん集まってくじ引きをするのか、そこら辺についてお聞きし

たいと思います。 

○（財政）契約管財課長 

 市長部局では、まだ総合評価方式は採用しておりませんので、ほかの市町村というか、札幌市などの場合ですが、

総合評価の結果で同じ点数があった場合でくじ引きをしたというケースが出たということは聞いております。ただ、

くじ引きがないような形で、係数を掛け合わせたら出るような仕組みにして、全く同じであればそうなのですが、

どこかの数字が違えば、まず同じになるケースはないだろうというやり方もございます。旭川市は今年あたりから、

前段で総合評価をやって、２段目で金額競争をさせるというやり方を始めたようです。いろいろなやり方は、これ

からも各市で検討してやっていくと思いますが、小樽市においては、今、実績がないもので何とも言えない状態で

す。 

○山田委員 

 道では、入札監視委員会など設けて、そういうような調査もされているようです。 

 本市でも、そういった部分については、専門委員会がありますので、その点についても厳正にして、入札につい

ては頑張っていただきたいと思います。 
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◎夜間急病センターの役割について 

次に、夜間急病センターの役割について、何点かお聞きいたします。 

 先般の委員会でも、夜間急病センターの駐車場のお話がありました。私のところにも、そういうことであれば敷

地などの協力をしたいとのお話もお聞きします。 

 まず、夜間急病センターの設計の進捗状況についてお聞かせ願いたいと思います。 

○（保健所）保健総務課長 

 夜間急病センター建設にかかわります進捗状況についてですが、３回の医師会との協議会を終えた後、現在の土

地の所有者であります北海道龍谷学園との売買交渉等の前段のお話、また地元町会との説明会等を開催いたしまし

て、一定の御了解いただいているところでございます。そういった経過を踏まえまして、今回の第４回定例会にお

いて、土地の買取りの金額、また地質調査の委託料、また実施設計の業務委託料についての補正予算を上げている

ところでございます。 

 駐車場につきましては、我々も計画している段階で、利用される方々の駐車場として、10台程度の駐車場があれ

ばといった一つの希望があったわけですが、決して広くて余裕がある場所ではございませんので、10台というのも

なかなか難しい状況にあるというふうに考えております。これに関しましては、全く駐車場がないというわけには

いきませんので、向かいに市立病院の駐車場があり、病院は昼に利用するわけですし、夜間急病センターは当然夜

の使用になり、利用形態が逆転する形になりますので、市立病院に協力を要請した段階では、利用することについ

ては差し支えないといったお話を一定程度いただいておりますので、駐車場確保については、そのような格好で進

めてまいりたいというふうに思っています。 

○山田委員 

 そういう点では心配ないということで、一安心しました。 

 今の夜間急病センターに設置されている医療機器についてですが、どのようなものがあって、さらに今、診療し

ている段階で、他の医療機関で代替している機器の導入に関して何かあればお聞かせ願いたいと思います。 

○（保健所）保健総務課長 

 現在の夜間急病センターに設備されている医療機器ですが、大きくはレントゲンを撮るエックス線の装置、あと

そのほか自動現像機、人工呼吸器、心肺蘇生装置といったような機械が設備されているところでございます。 

 今、委員の御質問にあった他の医療機関での代替えといったものは、断層撮影をするＣＴの機械だと思います。

この機械につきましては、現在、夜間急病センターの中で用意されているものではないために、ＣＴを使う必要が

ある患者の処置につきましては、併設をしております済生会病院に機器を借りて診察等をしていると聞いておりま

す。そして、ＣＴの設備につきましては、単独型で設置をするといったことが決まってから、医師会からもＣＴの

設置を要望されておりますので、今後、来年以降、夜間急病センターを新設する際には、ＣＴの機械の導入等も考

えていかなければならないと考えております。 

○山田委員 

 今回、指定管理者である医師会と３回の会合を持ったということですが、医師会からはどういうような要望があ

ったのかもお示し願いたいと思います。 

○（保健所）保健総務課長 

 設備等についての御要望について、３回の会合の中でいろいろな話が出てまいりました。第１回目は、場所を決

めるための協議の打合せだったのですが、現在の市立病院の看護師宿舎跡に夜間救急センターを建てた場合、どの

ようなものになるのかといったシミュレーションを示してほしいといった要望がある中で、第３回目には、建設部

の協力を得ながら、一定程度のそういったものを示しました。その中で、何点か要望があり、一時的な処置が終わ

った患者の経過措置、点滴等をやっているという観察室について、広さを倍程度に拡充してほしいといったこと。
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また先ほど説明いたしましたが、ＣＴ室の設置を考えますと、ＣＴ室、レントゲン室を並べて設置し、間に共通の

操作室を設置してほしいということ。新型インフルエンザ、ＳＡＲＳといった感染症の発生時に、夜間急病センタ

ーの中に真っすぐ入っていくのではなくて、一時的に玄関付近で症状を監視する隔離室的なスペースの設置をして

ほしいといったこと。今回、単独型になりますので、これまでは併設していた済生会病院にいろいろなお世話をい

ただいているわけですが、そういった中でも夜間急病センターのいろいろな仕事をする管理者室といったようなス

ペースがほしいといった要望が上げられております。 

○山田委員 

 最近、厚生労働省でも、勤務医については、当直明けの外科的な手術は事故予防のためにしない、させない、そ

ういうように聞いております。できましたら、そういうようなことも含めて、夜間急病センターでは、医師、また

患者のニーズに応じたゆとりのある施設づくりをしていただきたいと思っております。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

○濱本委員 

◎夜間急病センターについて 

 夜間急病センターのことで、１点聞かせてください。 

 既存の夜間急病センターがそのまま移設されるということで、例えば夜間急病センターの診療科目だとか機器設

備のことは今聞きましたけれども、将来的な拡充の部分で必要のあるものは、もう今のところはないという認識で

しょうか。 

○（保健所）保健総務課長 

 現在の夜間急病センターが担っている診療科については、内科、外科、小児科の３科を主に運営をしてきている

わけでして、いろいろな機能の見直し等については、これまでも医師会と当市で協議をさせていただいております

が、診療科機能等について、これを変更するといったようなものについては、今のところ考えておりません。 

○濱本委員 

 医療行為というのは、医師会と歯科医師会の二つがあるのですけれども、例えば歯科医師会からの何らかの要望

というものはないのですか。 

○保健所参事 

 夜間急病センターの事務が少しふくそうしておりますので、保健所でも手伝わせていただいております。 

 今、歯科医師会のお話でございますけれども、医師から、夜間急病センターが新設されるに当たって、例えば歯

科の夜間診療を併設することが法的に可能かどうか、あるいは設計についてそれが可能かどうかというお問い合わ

せがありました。その前提となります医療法ですとか医療計画、あるいは地方自治法での公の施設の管理あるいは

その管理委託についての法的なことについての説明を聞きたいというお話がございましたので、本定例会が終わり

次第、歯科医師会に伺いまして、現在の夜間急病センター、これから独立型になる夜間急病センターの機能がどう

いうもので、それについて法律の制限にはどういうものがあるかということについて説明を差し上げたいと思って

おります。 

 他市においては、夜間の歯科の救急、あるいは休日についてのいろいろな形があるわけですけれども、それにつ

いて小樽市歯科医師会でも一定のお考えがあるようですので、それが実現可能かどうかについて、私のところで相

談を賜りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○濱本委員 

 歯が痛いのもなかなか我慢できないところもありますし、夜間診療も大分やってはいるようですけれども、結構

遠かったりする部分もありますし、将来的な検討課題として少しお考えいただければありがたいと思います。 

◎新年度予算編成について 
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 では、新年度の予算の編成について伺いたいと思います。 

 代表質問でも、上半期の執行状況について質問をさせていただき、執行の状況についてはいろいろと御答弁をい

ただいたのですが、実際問題、上半期の要は歳出を執行した上での不用額は、上半期が終わった時点で積算はでき

ていたのでしょうか。 

○（財政）財政課長 

 不用額の見込みということですが、先ほど北野委員の御質問にも答弁させていただきましたとおり、今、決算見

込みを各部に対しては照会をかけているという状況でございまして、これから年度末あるいは出納閉鎖に向けて精

度を高めていくというふうに思っておりますけれども、これはすべて手作業でやっております。それで、委員への

代表質問の答弁でも若干触れさせていただいたのですが、今後、新たに財務会計システムをつくるということで、

今回の補正予算にも債務負担行為を上げさせていただいているわけです。 

 この財務会計システムにつきましては、平成24年度中に開発をして、25年度の予算編成に間に合うようなスケジ

ュールで考えておりますので、このシステムが活用できるようになれば、早ければ平成25年度からということにな

りますけれども、そうなれば執行状況ですとか、あるいは不用額の見込みをタイムリーに示すことができるように

なるのではないかと思いますので、もうしばらく時間をいただきたいと思っております。 

○濱本委員 

 財政状況が非常に厳しい中で、その都度、四半期ごととは言わないですけれども、上半期、下半期、せめて半期

ごとぐらいにリアルタイムで、今、実際にどうなっているのか、入るお金がどうなっている、出ていくお金は予算

に対してどうなっている、不用額は幾ら発生しているということがわからないと、結局、上半期が終わった後に、

下半期で何かを新しくやりたいといってもお金ないということで、お金がないからできないみたいなことにもなり

かねないと思うので、平成25年度に期待しております。 

 次に、今年度は財政調整基金を取り崩さないというふうに市長から御答弁をいただきました。新年度の中では、

これを使わざるを得ないだろうというお話もいただいていますけれども、結局この財政調整基金を単なる新年度の

収支の穴埋めとして使うのか、そうではなくて、市長が本当の自分の予算を組む上で、新たな政策を実施する上で

の財源としてお使いになるつもりなのか、その点についてはいかがですか。 

○（財政）財政課長 

 財政調整基金の活用ということでございますが、今後、来年度の予算編成について本格化させていくことになっ

ておりますけれども、その作業では、限られた財源の中で選択と集中といった観点から事業の取捨選択ですとか、

あるいは計数の整理といったことも行ってまいります。その結果次第ということにもなりますが、本年度予算をベ

ースに考えまして、来年度についてもある程度の収支不足が生じるのではないかというふうに思っております。 

 したがいまして、これから政策的な経費も含めて来年度に実施が必要な事業の精査を行ってまいりますが、その

結果生じた収支不足額に対する財源として、財政調整基金を使っていきたいというふうに考えておりますので、た

だ収支の不足に補てんするというだけではなくて、そういった政策的な経費への財源充当ということを念頭に置い

た上で考えております。 

○濱本委員 

 そういう形が平成24年第１回定例会で見えるように期待をしております。 

◎市長と教育委員の意見交換会について 

 新年度の予算に関して教育関連の予算のことで伺います。これも代表質問で教育長から御答弁をいただきました。

教育委員会には予算編成権がない、ただし市長は教育委員会の意向をよく聞くようにということなのです。教育長

からは、意思疎通を図ってというふうに聞きました。地方自治法と地方教育行政の組織及び運営に関する法律で言

う教育委員会というのは、教育長のことではなくて、５人で構成される教育委員会のことだというふうに私は理解
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しております。そういう意味でいきますと、教育委員会の現状に関する調査を文部科学省が毎年やっていますけれ

ども、この中に教育委員会と首長との連携という項目があります。その中で、教育委員会と首長の意見交換会の開

催というのがアンケートの結果として出ています。市町村においては、64.8パーセントが開催しており、１回以上

が25.8パーセント、２回以上が6.4パーセント、３回以上は3.0パーセント、全国の市町村の教育委員会において、

こういう状況です。 

 初めに、小樽市ではどうでしたでしょうか。かつての時代に、教育委員会の委員の皆さんと市長との意見交換が

実施されたことはありますでしょうか。 

○教育部長 

 教育委員と市長との意見の交換の場という設定でございますけれども、教育委員長で市長と時間をつくっていた

だいて、特に新年度の予算要望の部分で、教育委員会の重点的なものについての話をして意見交換をするという場

を例年設定しております。たまたま平成22年については、改選期ということもあって、22年度中の開催はなかった

のですけれども、例年そういう場の設定はしてございます。 

○濱本委員 

 私があえて言ったのは、教育長と市長ではなくて、教育委員全体と市長との懇談は必要なのではないかと。それ

は、教育委員を任命するときは、市長が議会の同意を得てやるということですから、任命しっ放しではないだろう

と思うのです。委員となって、皆さんどうですかという意見をやはり聞かなければならない。それから、教育委員

会の役割というのは、教育行政における重要事項や基本方針を決定するというふうに、決定したもの、そのプロセ

スも含めて、やはり市長と意見交換をすべきなのではないかと思うのです。教育長は、そういう意見交換について、

この予算特別委員会の２日目でも前向きな御答弁をいただいたというふうに私は理解しているのですけれども、市

長は教育委員会委員の皆さんとの意見交換みたいなものについていかがですか。 

○教育部長 

 先ほどの答弁で、教育委員長が予算に関して市長と意見交換をしているというのが定例化していると申しました

けれども、教育委員全員が出席して、予算に関しての意見交換を毎年、定例化してございます。 

○濱本委員 

 そういう意味で私は、少なくともせめて年に２回程度は、予算とか決算も含めて市長と教育委員の皆さんがお話

をされることが、このまちの教育行政をさらに進める一歩になるのではないのかというふうに思います。意思疎通

のない組織は、絶対に衰退することだけははっきりしているので、ぜひ御検討をいただきたいと思います。 

◎幼児教育の推進について 

 それから、市長も、いわゆる教育力だとか、学力の向上をうたっていらっしゃる。また、市長の公約には、保育

所施設や民間の保育への支援などの子育て環境の整備に努めますということもおっしゃっている。教育長も、当然

学力向上のことはよくおっしゃっている。 

 昨年の全国学力・学習状況調査で言われているのが、小学生の学力調査をやったときの属性を調べると、幼児教

育の経験、いわゆる幼稚園、保育所の経験のある子供たちの正答率を見ると、幼稚園出身の子供たちの正答率が一

番高く、次に、保育所の出身だと。その次が、どちらにも通っていなかった子供たちだということが、文部科学省

の報告にも出ています。小樽には市立保育所はありますけれども、残念ながら市立幼稚園はない。学力の向上を実

現するための根本の部分で言えば、そういうところにも支援をしていかなければ、最終的な学力の向上も結局望ま

れない、実現できないと思うわけです。今で言うと、来年４月に１年生になる子供たちの60パーセント弱ぐらいが

市内の15の幼稚園に通っていますが、そういう意味では、この学力の向上を実現するために幼稚園に対する助成、

補助に関しても、決して潤沢な状況ではないことはだけははっきりしています。学力向上の意味からも、そういう

ものに対する支援を考えた予算もどうかというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 
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○（教育）学校教育課長 

 幼児教育の推進事業費ということで申しますと、補助金等の支出を行っています。例えば私学振興補助金、これ

は幼児１人に対して現在4,500円の補助を行っておりますし、それから保護者の経費負担ということを考えますと、

幼稚園の就園奨励費という形で、これも国の基準に合わせた形で入園料、保育料の助成をしているという形になっ

ていますので、こういった部分についても、新年度に向けて予算の要望をしたいというふうに教育委員会としては

考えているところでございます。 

○（教育）指導室長 

 委員からお話しのありました学力という点につきましてですけれども、教育委員会として支援できる部分という

のはあると思います。 

 まず、基本的に幼稚園教育につきましては、委員も御存じのように、幼稚園教育要領に基づいて行われていると

いうことで、教育の基礎を培うという大変に重要なものがあります。保育園につきましては、平成20年度ですか、

このときに改正されまして、教育の部分も担うという形になっております。そういうことを踏まえて、まず各小学

校において、これまでも申しておりますけれども、小学校と幼児教育が連携するという部分では、引継ぎの部分を

しっかりするということ。それと、幼稚園、保育園と小学校が、行事の部分で交流活動をしっかりやるということ、

こういうところをまずは定着させていきながら、特に小１プロブレムという問題もございます。そういうところも

非常に重要な問題でございますし、特に学力につきましては、今、学習意欲というのが一つの新しい学力の観点に

なっていますので、そのようなことで、子供たちの学ぶ意欲が高められるように、その面でまずは取り組んでまい

りたいというふうに思っております。 

○濱本委員 

 もし市立の幼稚園を持っていたら、小樽は今の予算以上にたぶんお金を使っていると思います。市立の保育所に

かけているいろいろな経費を積算していったときに、では同様に、例えば一つ市立の幼稚園を持っていたら、もっ

とお金がかかっているはずだと思います。それから、もし市立の幼稚園があれば、モデルとして学校との連携もた

ぶんもっとうまくできたのかもわかりません、研究のためにも。でも、現実問題はないわけですから、そのないこ

とを前提にしながら、これからもぜひともきめ細やかな対応をしていただきたいと思います。教育長から何か御答

弁があればお願いをして終わりたいと思います。 

○教育長 

 幼保連携、又は幼小・幼保連携というのが、最近とみに注目を集めているということがございます。 

 ただ、現実には、委員の御指摘のとおり市立がないということで、私立と公立教育ということでありますから、

その辺の連携はやはりかなりの溝があるというふうに私も考えておりまして、ただ、そのことの重要性は、認定こ

ども園だとかという形で、厚生労働省の中でも文部科学省と連携をとりながらやるようになっておりますので、そ

の辺の連携を十分につなぎながら教育に取り組んでいかなければならないという認識でおります。いろいろとさま

ざまな分野で本年は幼稚園と小学校の連携事業も出てきておりますので、その辺に力を入れてまいりたいというふ

うには考えております。 

○委員長 

 自民党の質疑を終結いたします。 

 以上をもって質疑を終結し、意見調整のため、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後３時50分 

再開 午後４時13分 
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○委員長 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 これより、一括討論に入ります。 

○中島委員 

 日本共産党を代表して、議案第１号平成23年度小樽市一般会計補正予算及び議案第16号小樽市過疎地域自立促進

市町村計画の変更について、否決の討論をします。 

 詳しくは本会議で述べますが、一般会計補正予算のうち、児童福祉総務費に認定こども園整備事業費補助金が計

上されています。 

 小樽市で初めて開設される認定こども園で、幼稚園と保育所の両方の役割を持つ施設です。従来の認可保育園と

違い、入所申込みは市を通さず園に直接申し込むことになり、保育料や月謝は徴収も含めて施設の責任で行われま

す。今回の事業主は、市内で桂岡幼稚園を経営してきた学校法人であり、質問の中では、市の保育所料金と同額に

設定し、入所実態も市当局と情報交換をしていることがわかりました。 

 しかし、市の保育料減免制度が適用になるのか、幼稚園と保育所の同一経営で運営上の問題はないのか、不明な

点も少なくありません。認定こども園の設置により、市町村が保育実施責任を負う現行保育制度に例外が持ち込ま

れることになり、公的保育制度の解体に道を開くことになり、反対です。 

 また、小樽市は、認定こども園の設置を理由に、銭函保育所の建設計画を２年先送りする方針ですが、これは撤

回し、必要なら定員の見直しを図り、予定どおり銭函保育所を建設することを求めます。 

 次に、社会教育費の水泳教室開催経費ですが、平成19年に駅前の市営プールが廃止され、高島小学校温水プール

が代替で利用されてきました。今回、そのうち水泳教室事業を市内中心部にある民間プールに委託事業として移行

するものです。 

 しかし、質問の中では、水泳教室利用に対するアンケート調査の開催場所の希望が全体の57.5パーセントが高島

小学校温水プールを希望しており、市内中心部は37.5パーセントでした。また、高島小学校温水プールの水泳教室

の指導員、監視員、計７名の嘱託職員を解雇して、民間事業者へ委託するということです。 

 対象となる施設で従来の水泳教室を実施することに問題はないのか、指導員や利用者の声を十分に聞く必要があ

ると思います。市内中心部で水泳教室を開催することは、利用者の要望にこたえるもので、これ自体に反対するも

のではありませんが、利用者アンケートでは、高島プールの希望も多いこと、７人の嘱託職員を解雇するといいま

す。指導員は３人とも20年以上勤務してきた40代、50代の方々で、劣悪な雇用情勢の下で今後の就職先が確保でき

るのか、これらの問題があり、賛成できません。希望者が多いなら、高島小学校温水プールの水泳教室も続けてい

くべきです。 

 また、議案第16号は、過疎地域自立促進市町村計画に項目を加えるものですが、認定こども園を含んでおり、賛

成できません。以上、各会派議員の皆さんの賛同を訴え、討論とさせていただきます。 

○成田（祐）委員 

 一新小樽を代表しまして、議案第５号病院事業会計補正予算に否決の討論を行います。 

 以前から長い間にわたりまして、新市立病院に関する規模、予算、予定額等を再三にわたり質問させていただき

ましたが、残念ながら納得できる回答をいただけませんでした。病院が負担なく建てるのであれば大きな規模で建

てるとか、そういった部分で負担がなければいくらでもお好きなものをつくっていただいてよかったのですが、少

なくとも市民にとって負担が生じるものであるということ、そして、その中でやはり人口動態に関して明確な、納

得できる説明がされなかったというところが大きな点としてございます。病院局としては、先のことはわからない

という答弁で終始逃れておられましたが、わからないものに関して予算をつけてやっていくということは、これは

当然ながら認めていくことにはなりません。それがまず１点目です。それに関してしっかりとした将来的な予測、
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若しくは札幌からの需要があるのであれば、そういったものをしっかり指標に表して提示していただきたかった、

その努力が私は足りなかったというふうに思っております。 

 ２点目は、やはり建設費の高さという部分が非常に目につく点です。済生会病院は、今回、12月に着工したので

すが、落札額が35億円だったそうです。なぜ４分の３程度の病院が35億円でできるのに、小樽の新市立病院は90何

億円という箱代をかけて建てるのか、ここに努力が見えたというふうに私は思っておりません。非常に高上がりの

金額で、民間と比べていかにしっかりしたものをつくらなければいけない公立病院といえども、この金額の差を無

視して推し進めることは到底理解できないものと考えております。 

 以上の理由により、議案第５号病院事業補正予算については、もう一度しっかりとした見直しをしていただきた

く思い、否決の討論とさせていただきます。詳しくは本会議で申し述べます。 

○委員長 

 以上をもって討論を終結し、これより順次、採決いたします。 

 まず、議案第１号及び第16号について、一括採決いたします。 

 いずれも可決と決定することに、賛成の委員は御起立願います。 

       （賛成者起立） 

○委員長 

 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

 次に、議案第５号について採決いたします。 

 可決と決定することに、賛成の委員は御起立願います。 

       （賛成者起立） 

○委員長 

 起立多数。 

 よって、さように決しました。 

 次に、ただいま決定いたしました以外の各案件について、一括採決いたします。 

 議案はいずれも可決と、報告はいずれも承認と決定することに、御異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 

 御異議なしと認め、さように決しました。 

 閉会に先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 当委員会におきまして付託されました案件はもとより、行政各般にわたり、市民の目線で本当に熱心な御審議を

賜り、委員長としての任務を全うすることができました。これも濱本副委員長をはじめ各委員の皆様、そして市長

をはじめ理事者の方々の御協力によるものと深く感謝いたしております。意を十分尽くしませんが、委員長として

のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 

 当委員会は、これをもって閉会いたします。 


